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Ⅰ．はじめに
　ドクターヘリの目的は、医療機関への搬送時間の短縮を図るだけではなく、救急現場に医師と看護師を
投入し、初期治療開始時間を早めて救命率を高めることである。本道においては多くの議論を経て、
2005年 4月1日より道央圏に導入され、2009年10月より道北圏に道北ドクターヘリ（基地病院：旭川
赤十字病院）及び道東圏に道東ドクターヘリ（基地病院：市立釧路総合病院）、2015年 2月より道南圏に
道南ドクターヘリ（基地病院：市立函館病院）が導入され、現在4機体制となっている。
　本道は運航範囲が広域であることや（資料 2）、冬期間における降雪の問題など、他府県にはない
特徴を有している。
　ドクターヘリ導入後、19年目の運航におけるドクターヘリによる治療開始時間、搬送時間、転帰等に
ついて分析を行い、その有効性と今後の航空救急医療体制の充実に向けた課題を明らかにすることを
目的に運航実績に基づき道央ドクターヘリ運航調整委員会事後検証部会にて検証を行ったので報告
する。

Ⅱ．検証の目的

　ドクターヘリによる、治療開始時間及び搬送時間の短縮効果、転帰等について分析し、ドクターヘリの
有効性や課題等の検証を行い、航空救急医療体制の充実に資することを目的とした。

Ⅲ．検証対象と方法

1．検証対象
　 　2023年 4月1日から2024年 3月31日の期間において、ドクターヘリ通信センターが、出動要請を
受けた全件数について検討した。全要請件数は519件で、出動が297件、未出動が222件であった（図1）。
出動した297件を対象に運航に関わる検証及び医学的検証を行うとともに、原則前年度との比較を
行った。なお、2014年度より日本航空医療学会統計データの定義に合わせ、「離陸前キャンセル」は
「未出動」と定義している。（本報告書で取り扱う過去データについても再集計にて掲載。）

2 ．検証方法
　 　ドクターヘリの運航実績及び効果を分析するため、2005年度より厚生労働科学研究「ドクター
ヘリの実態と評価に関する研究」によるデータフォーマットを参考に、北海道の地域特性を踏まえた
独自のデータを加え、検証フォーマット（資料 3・資料 5）を作成し、運航実績を分析した。（以下、
「データシート」と略する。）
　⑴　運航に関わる検証
　　①　運航実績に関する分析
　　　 　出動件数、出動区分、未出動及びキャンセルの理由並びに振興局別・距離別出動件数について

分析した。出動区分に関しては救急現場出動、緊急外来搬送、施設間搬送及びキャンセルに
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分類した（資料4）。なお、この内、緊急外来搬送とは、消防機関の判断によりドクターヘリの
出動要請がなされた後、ドクターヘリと救急隊等が合流するまでに時間を要する場合、一旦、
救急隊等が地域の医療機関に搬入し、初期治療後にドクターヘリ等で搬送する、他府県にはない
出動区分で、運航範囲の広大な北海道独自の分類である。

　　②　運航プロセスに関する分析
　　　　出動要請者、要請理由、通信手段、離着陸場、出動に関わる時間経過について分析した。

　　③　推定陸路搬送時間
　　　 　推定陸路搬送時間は出動要請消防機関がドクターヘリを使用しなかった場合に、覚知から

医療機関収容まで、陸路搬送した場合の推定時間とし、消防機関にデータの提出を求めた
（資料5）。地域の初期医療機関に一旦搬送されると想定される場合には、その院内滞在時間を
含む時間とした。また、ここでの医療機関とは対象疾患に対し、適切な治療が可能である現場
直近の医療機関とし、ドクターヘリで搬送した医療機関とは必ずしも一致しない。

 
　⑵　医学的検証
　　①　ドクターヘリ搬送患者に関する分析
　　　 　搬送患者の疾患、重症度、ドクターヘリ出動時に搭乗医師が行った医療処置、使用薬剤、

搬送先医療機関、転帰について分析した。
　　　 　重症度は財団法人救急振興財団の「救急搬送における重症度・緊急度判定基準作成委員会

報告書」の定義に従い、「軽症：入院を要しないもの」、「中等症：生命の危険はないが入院を
要するもの」、「重症：生命の危険性の可能性があるもの」、「重篤：生命の危険が切迫している
もの」、「死亡：初診時死亡を確認されたもの」の5つに分類した。

　　　 　転帰は脳損傷患者の転帰（グラスゴー・ピッツバーグ脳機能・全身カテゴリー：The 
Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance and Overall Performance Categories）の全身
カテゴリーを用いて、「良好」、「中等度障害」、「重度障害」、「植物状態」、「死亡」の5つに分類
した。

　　②　有効性の判定
　　　 　評価の対象は「外傷」、「脳血管疾患」、「心・大血管疾患」、「心肺停止」の4疾患群とした。データ

収集は前述のデータシートを用いた（資料3）。評価は、基地病院以外の医療機関へ搬送された
症例については、各搬送先医療機関の医師が、基地病院へ搬送された症例については、
道央ドクターヘリ運航調整委員会事後検証部会の委員である医師が有効性の判定を行った。
判定は救急車搬送を想定した場合と比較して、「効果あり」、「変化なし」、「判定不能」の3つに
分類し、さらに、効果ありとした場合にはその理由を「ドクターヘリ医師の医療介入」、「搬送時間
等の短縮」、「両者｣の3つに分類した。
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Ⅳ．結　果
1．運航範囲及び要請機関
　 　運航範囲は道央圏及び基地病院から概ね100km圏内とし、2024年 3月31日時点での要請機関は
圏内の27消防機関、医療機関（航空法に基づく臨時場外離着陸場を有する）及び海上保安庁としている
（資料 9「ドクターヘリ運航要領」参照）。
　 　要請件数は519件（前年度比109.7％：+46件）で、内、消防機関による要請が514件、医療機関に
よる要請が 5件であった。

2 ．運航実績
　⑴　出動件数
　　 　要請件数519件に対する出動件数は297件（前年度比106.5％：+18件）、未出動は222件
（前年度比114.4％：+28件）であった（図1）。出動区分別では救急現場出動201件［67.7％］
（前年度比93.9％：-13件）、緊急外来搬送16件［5.4％］（前年度比84.2％：-3件）、施設間搬送30件
［10.1％］（前年度比176.5％：+13件）、キャンセル50件［16.8％］（前年度比172.4％：+21件）であった
（図2）。また、月別の要請件数、出動件数及び診療人数を表1に、消防機関別の要請件数を表2に
示し、過去5年間の各実績の推移を図1から図5に示した。

月別要請件数、出動件数及び診療人数（表1） n=519（473）
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 割合(%)

救急現場
出動

件 12 28 20 29 19 18 23 4 12 13 11 12 201 67.7
（16） （19） （18） （27） （27） （29） （24） （10） （5） （15） （10）（14）（214） （76.7）

人 12 28 20 29 19 18 23 4 12 13 11 12 201 81.4
（16） （23） （18） （28） （28） （29） （24） （10） （5） （15） （10）（14）（220） （86.0）

緊急外来
搬送

件 0 4 0 2 3 1 1 0 0 0 3 2 16 5.4
（2） （4） （2） （0） （2） （1） （2） （2） （1） （0） （1） （2） （19） （6.8）

人 0 4 0 2 3 1 1 0 0 0 3 2 16 6.5
（2） （4） （2） （0） （2） （1） （2） （2） （1） （0） （1） （2） （19） （7.4）

施設間
搬送

件 2 0 3 5 1 2 4 1 4 2 4 2 30 10.1
（4） （0） （3） （0） （0） （1） （0） （3） （0） （1） （1） （4） （17） （6.1）

人 2 0 3 5 1 2 4 1 4 2 4 2 30 12.1
（4） （0） （3） （0） （0） （1） （0） （3） （0） （1） （1） （4） （17） （6.6）

キャンセ
ル 件 2 5 4 10 8 4 6 1 4 4 0 2 50 16.8

（9） （4） （0） （1） （4） （7） （2） （1） （0） （0） （0） （1） （29）（10.4）

計
件 16 37 27 46 31 25 34 6 20 19 18 18 297 57.2

（31） （27） （23） （28） （33） （38） （28） （16） （6） （16） （12）（21）（279） （59.0）

人 14 32 23 36 23 21 28 5 16 15 18 16 247 47.6
（22） （27） （23） （28） （30） （31） （26） （15） （6） （16） （12）（20）（256） （54.1）

未出動
件 17 20 16 19 22 16 18 16 12 30 23 13 222 42.8

（16） （15） （12） （13） （12） （16） （17） （15） （24） （19） （21）（14）（194） （41.0）

割合(%) 51.5 35.1 37.2 29.2 41.5 39.0 34.6 72.7 37.5 61.2 56.1 41.9 42.8
（34.0）（35.7）（34.3）（31.7）（26.7）（29.6）（37.8）（48.4）（80.0）（54.3）（63.6）（40.0）（41.0）

全要請
件数 件 33 57 43 65 53 41 52 22 32 49 41 31 519 100

（47） （42） （35） （41） （45） （54） （45） （31） （30） （35） （33）（35）（473） （100）
　※（　　）内は、前年度実績。
　※救急現場出動における出動件数と診療人数の相違は、複数傷病者の発生によるもの。
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消防機関別の要請件数･出動件数･未出動件数（表 2） n=514（463）
振興局 消防本部 要請件数 出動 未出動 振興局 消防本部 要請件数 出動 未出動

石狩

札幌市消防局 0(8) 0(5) 0(3)

空知

深川地区
消防組合消防本部 0(5) 0(1) 0(4)

江別市消防本部 15(10) 11(4) 4(6) 砂川地区広域
消防組合消防本部 0(0) 0(0) 0(0)

千歳市消防本部 17(19) 13(10) 4(9) 南空知
消防組合消防本部 15(14) 8(12) 7(2)

恵庭市消防本部 21(14) 14(9) 7(5)

日高

日高東部
消防組合消防本部 26(7) 11(5) 15(2)

北広島市消防本部 17(18) 9(12) 8(6) 日高西部
消防組合消防本部 26(16) 10(9) 16(7)

石狩北部地区
消防事務組合消防本部 31(31) 24(23) 7(8) 日高中部

消防組合消防本部 25(20) 6(6) 19(14)

後志

小樽市消防本部 17(16) 11(11) 6(5)

胆振

室蘭市消防本部 2(1) 1(1) 1(0)
羊蹄山ろく
消防組合消防本部 89(67) 59(41) 30(26) 苫小牧市消防本部 23(16) 12(7) 11(9)
岩内･寿都地方
消防組合消防本部 54(44) 35(25) 19(19) 登別市消防本部 1(1) 0(0) 1(1)
北後志
消防組合消防本部 36(39) 20(24) 16(15) 白老町消防本部 8(7) 4(4) 4(3)

空知

夕張市消防本部 19(23) 9(12) 10(11) 西胆振
行政事務組合消防本部 9(8) 4(7) 5(1)

美唄市消防本部 8(13) 2(7) 6(6) 胆振東部
消防組合消防本部 16(15) 10(11) 6(4)

三笠市消防本部 6(11) 4(6) 2(5) 上川 富良野
広域連合消防本部 6(9) 2(5) 4(4)

歌志内市消防本部 0(0) 0(0) 0(0)
留萌

増毛町消防本部 0(0) 0(0) 0(0)
滝川地区広域
消防事務組合消防本部 8(9) 4(4) 4(5) 留萌

消防組合消防本部 2(0) 2(0) 0(0)
岩見沢地区
消防事務組合消防本部 17(22) 10(12) 7(10) 合 計 514(463) 295(273) 219(190)

　※（　　）内は、前年度実績。
　※医療機関からの要請による施設間搬送の件数は含まない。
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※平均は運航開始初年度である2005年度から2023年度までの各月の19年間の平均を示している。
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未出動理由の分類（表 3） n=222（194）

未出動事由 2023年度 2022年度 前年度比
件数 割合(%) RRC 件数 割合(%) RRC 割合(%)

重複要請 18 8.1 0 16 8.3 0 112.5 
天候不良 147 66.1 14 137 70.6 33 107.3 

区分

降雪による天候不良 59 （40.1） 6 55 （40.1） 9（107.3）

内訳
基地病院周辺の天候不良 15 1 15 1
現場周辺若しくは
基地病院から現場までの間の天候不良 25 1 9 0
基地病院周辺と現場周辺どちらも天候不良 19 4 31 8

降雪以外の天候不良
（強風・大雨・濃霧などの視程不良等） 88 （59.9） 8 82 （59.9） 24（107.3）

内訳
基地病院周辺の天候不良 17 0 32 9
現場周辺若しくは
基地病院から現場までの間の天候不良 34 1 18 0
基地病院周辺と現場周辺どちらも天候不良 37 7 32 15

日没時間との関係＊ 15 6.8 0 14 7.2 1 107.1 
運航時間外要請 4 1.8 0 4 2.1 0 100.0 

区分 待機時間前要請 3 1.3 0 1 0.5 0 300.0 
待機時間後要請 1 0.5 0 3 1.6 0 33.3 

機体点検又は整備中 1 0.5 0 1 0.5 1 100.0 
その他（代替搬送手段を選択したもの） 0 0 0 0 0 0 -
離陸前キャンセル 37 16.7 0 22 11.3 1 168.2 

区分
救急隊判断 21 9.4 0 19 9.8 0 110.5 
搬送先医療機関医師の判断 3 1.4 0 1 0.5 0 300 
その他（代替搬送手段を選択したもの） 13 5.9 0 2 1.0 1 650 

合　　　　　　計 222 100 14 194 100 36 114.4 
　※RRCはラピッドレスポンスカーによる対応件数。
　※（　　）内は天候不良による内訳の割合。
　＊ 運航時間内の要請ではあるが現場到着前に日没となり、現場着陸が不可能となるために出動できなかったもの。

　⑵　未出動件数
　　 　未出動222件［前年度：194件］の未出動理由の分類を表3に、月別の未出動件数一覧を表4に
示し、過去5年間の月別未出動件数を図6に示した。

　　 　天候不良による未出動が最も多く147件（66.1％）［前年度：137件（70.6％）］となっており、
次いで離陸前キャンセル37件（16.7％）［前年度：22件（11.3％）］、重複要請18件（8.1％）［前年度：16件
（8.3％）］となっている。
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月別未出動件数一覧（表 4） n=222（194）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

未
出
動
理
由

他事案出動中
及び重複要請

2 3 0 2 2 2 4 1 1 1 0 0 18
(5) (1) (1) (1) (0) (2) (2) (2) (0) (0) (1) (1) (16)

天候不良 9 9 13 12 17 5 13 10 11 23 18 7 147
(7) (11) (7) (11) (9) (9) (10) (12) (20) (16) (17) (8) (137)

天候不良によるRRC出
動

1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 2 0 14
(1) (3) (2) (4) (3) (2) (5) (4) (4) (3) (2) (1) (34)

日没時間との関係 3 0 0 1 2 1 0 4 0 0 2 2 15
(0) (0) (0) (0) (1) (0) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (14)

日没時間との関係による
RRC出動

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (2)

運航時間外要請
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
(0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (4)

区分

運航時間前
要請

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
(0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

運航時間後
要請

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(0) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (3)

運航時間外に
よるRRC出動

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

機体点検又は整備中 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他の理由による
RRC出動

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

離陸前キャンセル 2 6 2 4 1 8 1 0 0 6 3 4 37
(3) (2) (4) (0) (2) (4) (4) (0) (1) (1) (1) (0) (22)

区分

救急隊判断 1 1 2 3 1 5 1 0 0 2 2 3 21
(3) (2) (4) (0) (2) (4) (2) (0) (0) (1) (1) (0) (19)

搬送先医療機関
医師の判断

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (1)

その他 1 5 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 13
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

未出動合計 17 20 16 19 22 16 18 16 12 30 23 13 222 
(16) (15) (12) (13) (12) (16) (17) (15) (24) (19) (21) (14) (194)

RRC出動合計 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 2 0 14
(1) (3) (2) (4) (3) (2) (6) (4) (5) (3) (2) (1) (36)

　※（　　）内は、前年度実績。

※平均は運航開始初年度である2005年度から2023年度までの各月の19年間の平均を示している。
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　⑶　キャンセル
　　 　キャンセル50件の内、救急隊の判断によるものが34件（68.0％）［前年度：21件（72.4％）］、緊急
外来搬送における搬送先医療機関の医師の判断によるものが1件（2.0％）［前年度：0件（ 0％）］、
その他が15件（30.0％）［前年度：8件（27.6％）］であった。

　　 　救急隊の判断によりキャンセルとなった34件について分析したところ、救急隊の現着後の
観察により軽症又は救急隊のみで対応可能と判断したものが31件、心肺停止状態などにより
ドクターヘリの適用がないと判断されたものが 3件であった。

　　 　その他の15件については、悪天候のためドクターヘリが救急現場へ到達できなかったものが
12件、重複要請の際、医師の判断により別事案へ出動となったものが 3件であった。なお、フライト
ドクターの判断が1件であった。キャンセル事由の年度比較を図7に示す。

　⑷　振興局別出動件数
　　 　振興局別に見た出動件数では後志管内が125件（42.0％）［前年度：101件（36.2％）］と最も多く
出動し、次いで石狩管内71件（23.9%）［前年度：68件（24.4％）］、空知管内38件（12.8％）［前年度：55件
（19.7％）］の順となっている（表 5・図8・表 6）。

振興局別・出動区分別出動件数（表 5） n=297（279）
振興局 件数 救急現場出動 緊急外来搬送 施設間搬送 キャンセル

石狩管内 71 59 0 1 11
(68) (53) (0) (6) (9)

後志管内 125 87 5 15 18
(101) (79) (5) (9) (8)

空知管内 38 28 0 3 7
(55) (52) (0) (1) (2)

胆振管内 32 24 0 2 6
(30) (22) (0) (1) (7)

日高管内 27 2 11 7 7
(20) (5) (13) (0) (2)

上川管内 2 1 0 0 1
(5) (3) (1) (0) (1)

留萌管内 2 0 0 2 0
(0) (0) (0) (0) (0)

合計 297 201 16 30 50
(279) (214) (19) (17) (29)

　※（　　）内は、前年度実績。

0 20 40 60 80 100 12010 30 50 70 90 110
救急隊判断（軽症及び地元医療機関対応可） 搬送先医療機関医師の判断（一次または二次搬送先医療機関） その他

2020年度 51 4 5

2019年度 55 6 14

2021年度 64 1 8

2023年度 34 1 15

2022年度 21 0 8

キャンセル件数（図7）
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留萌管内 2件（ 0.7％）
　救急現場出動 0件 （ 0％）
　緊急外来搬送 0件 （ 0％）
　施設間搬送  2件 （ 100％）
　キャンセル 0件 （ 0％）

空知管内 38件（12.8％）
　救急現場出動 28件 （ 73.7％）
　緊急外来搬送 0件 （ 0％）
　施設間搬送  3件 （ 7.9％）
　キャンセル 7件 （ 18.4％）

上川管内 2件（ 0.7％）
　救急現場出動 1件 （50.0％）
　緊急外来搬送 0件 （ 0％）
　施設間搬送  0件 （ 0％）
　キャンセル 1件 （ 50.0％）

日高管内 27件（ 9.1％）
　救急現場出動 2件 （ 7.4％）
　緊急外来搬送 11件 （40.8％）
　施設間搬送  7件 （25.9％）
　キャンセル 7件 （ 25.9％）

石狩管内 71件（23.9％）
　救急現場出動 59件 （83.1％）
　緊急外来搬送 0件 （ 0％）
　施設間搬送  1件 （ 1.4％）
　キャンセル 11件 （ 15.5％）

後志管内 125件（42.0％）
　救急現場出動 87件 （69.6％）
　緊急外来搬送 5件 （ 4.0％）
　施設間搬送  15件 （ 12.0％）
　キャンセル 18件 （ 14.4％）

胆振管内 32件（10.8％）
　救急現場出動 24件 （ 74.9％）
　緊急外来搬送 0件 （ 0％）
　施設間搬送  2件 （ 6.3％）
　キャンセル 6件 （ 18.8％）

振興局別ドクターヘリ出動件数（図 8）
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市町村別出動件数（表 6） n=297（279）

　※ （　　）内は、、前年度実績。

振興局 消防本部 市町村名 出動件数

石狩

札幌市消防局 札幌市 0 (10)
江別市消防本部 江別市 11 (12)
千歳市消防本部 千歳市 13 (4)
恵庭市消防本部 恵庭市 14 (10)
北広島市消防本部 北広島市 9 (9)

石狩北部地区
消防事務組合消防本部

石狩市 11 (14)
当別町 13 (7)
新篠津村 0 (2)

石狩管内 計 71 (68)

後志

小樽市消防本部 小樽市 11 (11)

羊蹄山ろく
消防組合消防本部

倶知安町 24 (14)
蘭越町 6 (5)
ニセコ町 13 (7)
真狩村 2 (1)
留寿都村 6 (2)
喜茂別町 4 (5)
京極町 4 (7)

岩内・寿都地方
消防組合消防本部

岩内町 11 (8)
島牧村 3 (1)
寿都町 10 (3)
黒松内町 0 (1)
共和町 9 (10)
泊村 2 (1)
神恵内村 0 (1)

北後志
消防組合消防本部

余市町 6 (5)
積丹町 6 (5)
古平町 1 (5)
仁木町 5 (4)
赤井川村 2 (5)

後志管内 計 125 (101)

空知

夕張市消防本部 夕張市 9 (12)
美唄市消防本部 美唄市 2 (7)
三笠市消防本部 三笠市 4 (6)
歌志内市消防本部 歌志内市 0 (0)

滝川地区広域
消防事務組合消防本部

滝川市 0 (0)
芦別市 0 (1)
赤平市 1 (1)
新十津川町 1 (1)
雨竜町 2 (1)

岩見沢地区
消防事務組合消防本部

岩見沢市 7 (12)
月形町 3 (0)

深川地区
消防組合消防本部

深川市 0 (0)
妹背牛町 0 (0)
秩父別町 0 (0)
北竜町 0 (0)
沼田町 0 (1)

振興局 消防本部 市町村名 出動件数

空知

砂川地区広域
消防組合消防本部

砂川市 1 (1)
奈井江町 0 (0)
浦臼町 0 (0)
上砂川町 0 (0)

南空知
消防組合消防本部

栗山町 3 (3)
南幌町 3 (4)
由仁町 1 (3)
長沼町 1 (2)

空知管内 計 38 (55)

日高

日高東部
消防組合消防本部

浦河町 9 (2)
様似町 1 (2)
えりも町 1 (1)

日高西部
消防組合消防本部

日高町 7 (2)
平取町 3 (6)

日高中部
消防組合消防本部

新ひだか町 5 (5)
新冠町 1 (2)

日高管内 計 27 (20)

胆振

室蘭市消防本部 室蘭市 1 (1)
苫小牧市消防本部 苫小牧市 13 (7)
登別市消防本部 登別市 0 (0)
白老町消防本部 白老町 4 (4)

西胆振
行政事務組合消防本部

伊達市 3 (2)
洞 湖町 1 (2)
豊浦町 0 (2)
壮瞥町 0 (1)

胆振東部
消防組合消防本部

厚真町 3 (5)
安平町 2 (1)
むかわ町 5 (5)

胆振管内 計 32 (30)

上川
富良野広域連合
消防本部

上富良野町 0 (0)
中富良野町 0 (0)
富良野市 1 (1)
南富良野町 1 (3)
占冠村 0 (1)

旭川市消防本部 旭川市 0 (0)
上川管内 計 2 (5)

留萌
増毛町消防本部 増毛町 0 (0)

留萌消防組合消防本部 留萌市 2 (0)
小平町 0 (0)

留萌管内 計 2 (0)
合計 297 (279)

―　 ―10



距離別出動件数（表 7） n=247（250）

以上～未満
（km）

出動区分 計
救急現場出動 緊急外来搬送 施設間搬送

件数 区分
割合（%）

全体
割合（%） 件数 区分

割合（%）
全体
割合（%） 件数 区分

割合（%）
全体
割合（%） 件数 全体

割合（%）

0～10 1 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0 1 0.4
（2） （0.9） （0.8） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （2） （0.8）

10～20 6 3.0 2.4 0 0 0 0 0.0 0 6 2.4
（4） （1.9） （1.6） （0） （0） （0） （1） （5.9） （0.4） （5） （2.0）

20～30 33 16.4 13.4 0 0 0 1 3.3 0.4 34 13.8
（36） （16.8） （14.4） （0） （0） （0） （1） （5.9） （0） （37） （14.8）

30～40 35 17.4 14.2 0 0 0 1 3.3 0.4 36 14.6
（32） （15.0） （12.8） （0） （0） （0） （2） （11.8） （0.8） （34） （13.6）

40～50 48 23.9 19.4 3 18.8 1.2 7 23.3 2.8 58 23.5
（41） （19.2） （16.4） （2） （10.5） （0.8） （4） （23.6） （1.6） （47） （18.8）

50～60 23 11.4 9.3 0 0 0 0 0 0 23 9.3
（42） （19.6） （16.8） （0） （0） （0） （3） （17.6） （1.2） （45） （18.0）

60～70 40 19.9 16.3 0 0 0 4 13.3 1.6 44 17.8
（33） （15.4） （13.2） （1） （5.3） （0） （3） （17.6） （1.2） （37） （14.8）

70～80
4 2.0 1.6 0 0 0 0 0 0 4 1.6

（10） （4.7） （4.0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （10） （4.0）

80～90 6 3 2.4 0 0 0 0 0 0 6 2.4
（5） （2.3） （2.0） （1） （5.3） （0） （0） （0） （0） （6） （2.4）

90～100 4 2.0 1.6 4 25.0 1.6 11 36.8 4.5 19 7.7
（3） （1.4） （1.2） （5） （26.3） （2.0） （3） （17.6） （1.2） （11） （4.4）

100～
1 0.5 0.4 9 56.2 3.7 6 20 2.4 16 6.5

（6） （2.8） （2.4） （10） （52.6） （4.0） （0） （0） （0） （16） （6.4）

計 201 100 81.4 16 100 6.5 30 100 12.1 247 100
（214） （100） （85.6） （19） （100） （7.6） （17） （100） （6.8） （250） （100）

　※（　　）内は、前年度実績。

　⑸　基地病院からの距離別出動件数
　　 　出動件数297件［前年度：279件］からキャンセル50件［前年度：29件］を除いた247件［前年度：
250件］について分析したところ、2023年度は40～50km、60～70km圏への出動が多かった。
出動区分別で見ると、救急現場出動は40～50km圏、緊急外来搬送は100km～圏、施設間搬送は
90～100km圏への出動が多かった（表7）。

　⑹　ラピッドレスポンスカー
　　 　ラピッドレスポンスカーは、ドクターヘリが天候不良等により出動できない場合のドクター
ヘリに代わる病院前救急医療システムとして、現在9つの消防機関と協定を締結している。

ラピッドレスポンスカー運用開始時期

2011年 石狩北部地区消防事務組合消防本部
小樽市消防本部

2016年 北広島市消防本部

2019年 千歳市消防本部、羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合
恵庭市消防本部、岩内・寿都地方消防組合、江別市消防本部

　　 　 9つの消防機関からのドクターヘリ要請において、未出動となった84件と、離陸前キャンセル
となった17件を合わせた101件の内、14件（13.9％）の事案に対して、ラピッドレスポンスカーが
出動した。
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ラピッドレスポンスカー出動区分別運行実績（表 8） n=14（36）

No. 出動日 要請消防本部 出動区分

1 2023年 4 月16日 石狩北部地区消防 救急現場出動

2 2022年 5 月21日 小樽市消防 救急現場出動

3 2022年 5 月28日 小樽市消防 救急現場出動

4 2023年 6 月 7 日 恵庭市消防 救急現場出動

5 2023年 7 月17日 北後志消防 キャンセル

6 2023年 7 月31日 恵庭市消防 救急現場出動

7 2023年 8 月27日 北広島市消防 キャンセル

8 2023年11月13日 羊蹄山ろく消防 救急現場出動

9 2023年11月27日 北後志消防 救急現場出動

10 2023年12月17日 石狩北部地区消防 救急現場出動

11 2024年 1 月20日 羊蹄山ろく消防 救急現場出動

12 2024年 1 月22日 江別市消防 救急現場出動

13 2024年 2 月 3 日 岩内・寿都地方消防 救急現場出動

14 2024年 2 月15日 石狩北部地区消防 キャンセル
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1

ラピッドレスポンスカー出動件数（図 9）

　　 　2023年度の出動件数14件［前年度：36件］の内、救急現場出動が11件（78.6%）［前年度：23件
（63.9%）］、キャンセルが 3件（21.4%）［前年度：12件（33.3％）］、緊急外来搬送 0件（ 0%）［前年度：
1件（2.8%）］であった。

　　 　消防本部別の要請件数と出動件数は、石狩北部地区消防が要請 3件、出動 2件（18.2%）、
次いで恵庭市消防が要請 2件、出動 2件（18.2％）、羊蹄山ろく消防が要請 2件、出動 2件
（18.2％）であった（表 8）。

　　 　また、ラピッドレスポンスカー運行開始からの出動件数の推移を図9に示す。
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月別ドクターヘリ要請者内訳（表 9） n=247（250）

要請者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 割合（%）

消防指令室
（台）

3 8 3 7 5 11 6 2 3 3 3 6 60 24.3
（9）（12）（8）（9）（18）（15）（10）（5）（3）（6）（3）（7）（105） （42.0）

救急隊
9 23 16 26 16 7 18 2 8 9 11 7 152 61.6

（11）（10）（12）（16）（9）（16）（15）（8）（3）（9）（8）（9）（126） （50.4）

医師
1 0 3 2 1 2 3 1 5 2 4 2 26 10.5

（2）（0）（3）（0）（0）（0）（1）（2）（0）（1）（1）（4）（14） （5.6）

その他
（現場指揮等）

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 9 3.6
（0）（1）（0）（2）（2）（0）（0）（0）（0）（0）（0）（0） （5） （2.0）

総計
14 32 23 36 23 21 28 5 16 15 18 16 247 100

（22）（23）（23）（27）（29）（31）（26）（15）（6）（16）（12）（20）（250） （100）

　※（　　）内は、前年度実績。

3．運航プロセス
　⑴　出動要請者
　　 　消防及び医療機関から要請519件の内、出動要請者を確定できた247件（キャンセル50件、未出動
222件を除く）［前年度：250件（キャンセル29件、未出動194件を除く）］について、出動要請の判断を
行った区分について調査をした結果、消防指令室（台）の判断による要請が60件（24.3％）［前年度：
105件（42.0％）］、救急隊152件（61.6％）［前年度：126件（50.4％）］、医師26件（10.5％）［前年度：14件
（5.6％）］、その他（現場指揮等）9件（3.6％）［前年度：5件（2.0％）］であった。月別のドクターヘリ
要請者内訳を表9に示した。

　⑵　要請理由
　　 　2013年度より導入した道央ドクターヘリ要請基準（運航要領別紙1「救急ヘリコプターの
出動基準ガイドライン」別紙2「ドクターヘリ要請基準」の共通事項）に基づき、要請理由を記した
別紙 3「ドクターヘリ要請時のキーワード」（複数回答可）により、消防機関及び医療機関に
ご協力いただき調査した。

　　 　調査の結果、救急隊現着前要請のためのキーワード（Ⅰ）では、「 3m以上から落ちた」の29件
［6.7％］、「車が大破」の9件［2.1％］、「高速での転倒・激突」の9件［2.1％］、「その他高エネルギー
外傷」の9件［2.1％］が多かった。救急隊現着前要請のためのキーワード（Ⅱ）では、「意識が無い」の
31件［7.2％］、「意識が悪い」の16件［3.7％］、「手足の麻痺」の12件［2.8％］が多かった。救急隊現着後
要請のためのキーワードでは、「意識障害」の41件［9.5％］、「救急隊が必要と判断した場合」の37件
［8.5％］、「全身観察での異常」の26件［6.0％］が多かった（図10- 1、10- 2 、10- 3 ）。
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現着前要請のためのキーワード（Ⅰ）による要請件数（図10-1）

現着前要請のためのキーワード（Ⅱ）による要請件数（図10-2）

救急隊現着後要請のためのキーワードによる要請件数（図10-3）
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　⑶　通信手段
　　 　消防無線（デジタル波）、医療用無線（アナログ波）及び防災相互波（アナログ波）の3種類の
通信手段で運用をしており、主に消防無線、医療用無線の運用により運航が確保されている。

　　 　なお、2015年度より消防無線のデジタル化対応をした後も中山間地域に一部不感地帯がある
状況にいまだ変化はなく、今年度も消防無線、医療用無線ともに交信できない救急現場への
出動があった。

　　 　2022年 4月に発生した知床遊覧船の事故では無線や携帯電話等の通信体制に不備があった
ことが指摘されているが、道央ドクターヘリは運航開始以来、無線整備の必要性を訴えてきたが、
19年が経過した現在においても無線体制の整備がなされていない現状である。
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　⑷　出動時の救急現場出動に関わる時間経過
　　 　救急現場出動201件（前年度：214件）の内、消防機関の覚知時間とドクターヘリ要請までの
時間が明確な190件（前年度：200件）を対象とし、夏期（ 4月から10月までの 7ヶ月間：140件
［前年度：149件］）と冬期（11月から3月までの5ヶ月間：50件［前年度：51件］）に分けて分析し
（表10）、覚知からドクターヘリ要請までの平均所要時間を要請者毎に分けて分析した（表11）。

　　 　ドクターヘリ要請から基地病院離陸までの時間経過については、通常の出動待機状態から
出動し、基地病院離陸から現場到着時間が明確な119件（前年度：142件）、現場到着から現場
離陸し、現場離陸から医療機関収容へドクターヘリにより搬送された79件（前年度：91件）を
対象とした。

　　 　また、消防覚知からドクターヘリ要請までの時間経過については、救急隊が現場に到着する
前に要請がなされたものと、救急隊が現場に到着した後に要請がなされたものに分けて昨年度と
比較分析した（表12）。

　　 　さらに、消防覚知から医師接触までの時間経過については、ドクターヘリ要請からの時間
経過が明確な119件［前年度：142件］について分析した（表13）。

　　 　以上の項目について、全期間及び夏期、冬期の平均時間経過を比較した（図11- 1、11- 2、11- 3）。
　　 　今年度（2023年度）は、昨年度（2022年度）と全期間の経過毎に比較すると、消防覚知から
ドクターヘリ要請までは11分16秒± 6分46秒で21秒長く、ドクターヘリ要請から基地病院
離陸までは4分50秒± 0分50秒で 6秒短く、基地病院離陸から現場到着までは18分10秒
± 5分43秒で 2秒長かった。そして、現場滞在時間は25分51秒± 8分12秒で52秒長く、現場
離陸から医療機関収容までは14分51秒±4分57秒で11秒長かった。

　　 　また、運航プロセスについて今年度の夏期と冬期を経過毎に比較すると、消防覚知から
ドクターヘリ要請までは冬期が11分43秒±6分44秒で37秒長く、ドクターヘリ要請から基地病院
離陸までは夏期冬期で大きな差がなく、基地病院離陸から現場到着までは冬期が19分26秒±7分
11秒で 1分33秒長かった。そして、現場滞在時間は冬期が26分50秒± 9分42秒で77秒短く、
現場離陸から医療機関収容までは冬期が16分30秒±5分52秒で1分57秒長かった。
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救急現場出動における時間経過（表10）

区分 全期間 （ 夏 期 ） （ 冬 期 ）
消防覚知～
 ドクターヘリ要請＊1

 n=190（200）

11分16秒±6分46秒 11分06秒±6分46秒 11分43秒±6分44秒

（10分55秒±7分51秒） （11分04秒±8分01秒） （10分27秒±7分21秒）

（現着前）消防覚知～
 ドクターヘリ要請
 n=89（109）

6分38秒±4分10秒 6分27秒±4分00秒 7分08秒±4分32秒

（6分12秒±4分33秒） （6分29秒±4分50秒） （5分05秒±2分52秒）

（現着後）消防覚知～
 ドクターヘリ要請
 n=101（91）

15分21秒±5分56秒 15分08秒±6分03秒 15分58秒±5分31秒

（16分34秒±7分14秒） （17分31秒±7分06秒） （14分31秒±7分06秒）

ドクターヘリ要請～
 基地病院離陸＊2

 n=119（142）

4分50秒±0分50秒 4分50秒±0分51秒 4分54秒±0分45秒

（4分56秒±1分09秒） （4分59秒±1分11秒） （4分45秒±1分02秒）

［天候調査・格納中の出動］＊5
 n=61（57）

11分53秒±6分46秒 11分21秒±6分17秒 12分33秒±7分16秒

（9分26秒±6分05秒） （9分14秒±7分18秒） （9分51秒±1分58秒）

基地病院離陸～
 現場到着
 n=119（142）

18分10秒±5分43秒 17分53秒±5分19秒 19分26秒±7分11秒

（18分08秒±6分38秒） （17分58秒±6分47秒） （18分41秒±6分0秒）

現場到着～
 現場離陸＊3

 n=79（91）

25分51秒±8分12秒 25分40秒±7分54秒 26分50秒±9分42秒

（24分59秒±6分54秒） （25分13秒±7分06秒） （23分56秒±5分49秒）

現場離陸～
 医療機関収容
 n=79（91）

14分51秒±4分57秒 14分33秒±4分43秒 16分30秒±5分52秒

（15分02秒±5分42秒） （14分45秒±5分39秒） （16分14秒±5分45秒）

消防覚知～
 医師接触
 n=119（142）

41分15秒±17分24秒 39分55秒±15分24秒 47分29秒±23分41秒

（40分15秒±13分19秒）（40分09秒±13分54秒） （40分36秒11分09秒）

消防覚知～
 医療機関収容＊4

 n=79（91）

78分48秒±19分07秒 78分22秒±19分36秒 81分10秒±15分58秒

（76分15秒±17分04秒）（76分26秒±17分30秒）（75分25秒±14分59秒）

　※（　　）内は、前年度実績。
　＊1： 消防機関の覚知時間とドクターヘリ要請までの時間が明確な事案190件（夏期140件、冬期50件）。
　＊ 2： 上記＊1の事案190件の内、基地病院離陸までの時間が明確な事案からドクターヘリが降雪等により格納庫へ

格納中である事案や重複要請により前事案から引き続き次事案に対応した事案等（71件）を除いた、通常の
出動待機状態から対応した事案119件（夏期98件、冬期21件）。

　＊ 3： 上記＊2の事案119件の内、ドクターカー搬送、救急車搬送、不搬送等の事案（40件）を除いた、ドクターヘリに
より搬送された事案79件（夏期67件、冬期12件）。

　＊ 4：消防覚知から医療機関収容までのデータが明確かつドクターヘリにより搬送された事案79件。
　＊ 5：天候調査及び格納中に出動したデータのみで算出した（夏期34件、冬期27件）。
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振興局別での救急現場出動における現場到着前と現場到着後の
覚知からドクターヘリ要請までの平均所要時間（表12） n=190（200）

振興局
全て 現着前 現着後

件数 平均所要時間 件数 平均所要時間 件数 平均所要時間

石狩管内
56 12分14秒 23 8分00秒 33 15分11秒

（49） （12分40秒） （24） （6分52秒） （25） （18分14秒）

後志管内
81 12分01秒 32 6分21秒 49 15分43秒

（73） （11分35秒） （30） （5分54秒） （43） （15分32秒）

空知管内
28 10分54秒 15 6分28秒 13 16分00秒

（49） （9分24秒） （32） （5分36秒） （17） （16分35秒）

胆振管内
22 7分16秒 17 5分42秒 5 12分36秒

（21） （6分46秒） （16） （3分56秒） （5） （15分48秒）

日高管内
2 4分30秒 2 4分30秒 － －

（5） （17分12秒） （4） （16分00秒） （1） （22分0秒）

上川管内
1 8分00秒 － － 1 8分00秒

（3） （9分20秒） （3） （9分20秒） － －

留萌管内
－ － － － － －
－ － － － － －

計
190 11分16秒 89 6分38秒 101 15分21秒

（200） （10分55秒） （109） （6分12秒） （91） （16分34秒）
　※（　　）内は、前年度実績。

救急現場出動における覚知からドクターヘリ要請までの平均所要時間（表11）
n=190（200）

要請者 件数 平均所要時間

通信指令室（台）
53 6 分10秒 ± 4 分41秒

（91） （ 6分22秒 ± 5 分27秒）

救急隊
128 13分19秒 ± 6 分20秒

（105） （14分44秒 ± 7 分37秒）

その他
（現場指揮等）

9 12分00秒 ± 7 分13秒
（4） （14分00秒 ± 7 分37秒）

計
190 11分16秒 ± 6 分46秒
(200) （10分55秒 ± 7 分51秒）

　※（　　）内は、前年度実績。
　※ 消防機関からのデータシートにより要請者及び時間が明確な事案190件（前年度：
200件）を対象とした。
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00:00 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 60:00 70:00 80:00

覚知～要請 要請～離陸 離陸～現着 現着～離陸 離陸～病院収容

2018年度 4:3011:33 15:53 23:21 14:41

平均 4:0511:37 16:08 21:53 13:49

2019年度 4:3110:20 17:10 24:24 13:35

2020年度 5:0611:49 15:26 25:30 11:55

2021年度 4:5711:28 15:08 21:47 13:00

2023年度 4:5411:43 19:26 26:50 16:30

2022年度 4:4510:27 18:41 23:56 16:14

運航プロセスにおける平均時間経過/冬期（図11-3）

※平均は運航開始初年度である2005年度から2023年度までの19年間の平均を示している。

00:00 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 60:00 70:00 80:00

覚知～要請 要請～離陸 離陸～現着 現着～離陸 離陸～病院収容

2018年度 4:2611:01 17:07 21:17 14:27

平均 3:4811:42 16:33 21:37 13:53

2019年度 4:3910:13 16:24 21:59 13:47

2020年度 4:4611:24 16:26 22:21 13:27

2023年度 4:5011:06 17:53 25:40 14:33

2022年度 4:5911:04 17:58 25:13 14:45

2021年度 4:5710:41 18:04 23:06 14:25

運航プロセスにおける平均時間経過/夏期（図11-2）

00:00 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 60:00 70:00 80:00

覚知～要請 要請～離陸 離陸～現着 現着～離陸 離陸～病院収容

平均 3:4811:42 16:33 21:37 13:53平均 3:5311:39 16:27 21:41 13:54

2019年度 4:3710:15 16:36 22:43 13:43

2020年度 4:5011:30 16:14 23:01 13:08

2023年度 4:5011:16 18:10 25:51 14:51

2022年度 4:5610:55 18:08 24:59 15:02

2021年度 4:5710:53 17:35 22:53 14:11

2018年度 4:2711:11 16:50 21:48 14:31

運航プロセスにおける平均時間経過/全期間（図11-1）
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救急現場出動における覚知から医師接触までの所要時間（表13） n=119（142）

所要時間
（以上～未満）

全期間 夏 期 冬 期
件数 割合（％） 件数 割合（％） 件数 割合（％）

～10分 0 0 0 0 0 0
（0） （0） （0） （0） （0） （0）

10分～15分 0 0 0 0 0 0
（0） （0） （0） （0） （0） （0）

15分～20分 1 0.8 1 1.0 0 0
（1） （0.7） （1） （0.9） （0） （0）

20分～25分 4 3.4 3 3.1 1 4.8
（8） （5.6） （7） （6.4） （1） （3.1）

25分～30分 12 10.1 11 11.2 1 4.8
（21） （14.8） （14） （12.7） （7） （21.9）

30分～35分 29 24.4 24 24.5 5 23.8
（29） （20.4） （25） （22.7） （4） （12.5）

35分～40分 27 22.7 22 22.4 5 23.8
（25） （17.6） （20） （18.2） （5） （15.6）

40分～45分 12 10.1 12 12.2 0 0
（16） （11.2） （13） （11.8） （3） （9.4）

45分～50分 17 14.3 13 13.3 4 19.0
（13） （9.1） （9） （8.2） （4） （12.5）

50分～55分 3 2.5 3 3.1 0 0
（9） （6.4） （5） （4.5） （4） （12.5）

55分～60分 5 4.2 4 4.1 1 4.8
（10） （7.1） （7） （6.4） （3） （9.4）

60分～ 9 7.5 5 5.1 4 19.0
（10） （7.1） （9） （8.2） （1） （3）

計 119 100 98 100 21 100
（142） （100） （110） （100） （32） （100）

　※（　　）内は、前年度実績。
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救急現場出動における覚知から医師接触までの所要時間（図12）
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振興局別/平均搬送時間差（表14） n=79(91)

振興局
0～30分未満 30分～

1時間未満
1時間～

1時間30分未満
1時間30分～
2時間未満 2時間以上 計

件数 割合（%）件数 割合（%）件数 割合（%）件数 割合（%）件数 割合（%）件数 割合（%）

石狩管内
11 39.3 7 25.0 4 14.3 6 21.4 0 0 28 35.4

（11） （45.8）（7） （29.2）（4） （16.7）（2） （8.3）（0） （0.0）（24） （26.4）

後志管内
6 16.7 5 13.9 6 16.7 6 16.7 13 36.0 36 45.6

（2） （6.3）（6） （18.8）（9） （28.1）（6） （18.8）（9） （28.1）（32） （35.2）

空知管内
1 11.1 4 44.5 3 33.3 0 0.0 1 11.1 9 11.4

（4） （18.2）（6） （27.3）（7） （31.8）（2） （9）（3） （14）（22） （24.2）

胆振管内
2 33.3 1 16.7 1 16.7 2 33.3 0 0 6 7.6

（0） （0）（4） （36.4）（1） （9.1）（5） （45.5）（1） （9.1）（11） （12.1）

日高管内
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（0） （0）（0） （0）（1） （100）（0） （0）（0） （0） （1） （1.1）

上川管内
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（0） （0）（0） （0）（0） （0）（0） （0）（1） （100） （1） （1.1）

留萌管内
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（0） （0）（0） （0）（0） （0）（0） （0）（0） （0） （0） （0.0）

計
20 25.4 17 21.5 14 17.7 14 17.7 14 17.7 79 100

（17） （18.7）（23） （25.3）（22） （24.2）（15） （16.5）（14） （15.4）（91） （100）

　※（　　）内は、前年度実績。
　※ データ抽出条件については「救急現場出動」且つ「ドクターヘリ搬送」とし、消防機関の覚知から医療機関収容
までの時間と救急隊現場出発時刻から推定搬送先医療機関収容までの経過が明確な事案。

　⑸ 救急現場出動におけるドクターヘリ搬送と陸路搬送（推定）の時間比較
　　 　消防機関覚知から医療機関収容までの平均所要時間は、ドクターヘリを使用した場合78分48秒
±19分07秒（前年度：76分15秒±17分04秒）に対し、ドクターヘリを使用しなかった場合の推定
所要時間は115分41秒±68分17秒（前年度：113分45秒±47分32秒）で、その時間差は36分53秒
（前年度：37分30秒）であった。

　　 　以下、ドクターヘリを使用して搬送した場合とドクターヘリを使用しなかった場合における
救急現場出発から医療機関収容までの30分毎の搬送時間差について出動振興局別（表14）及び
出動距離別（表15）で分析した。

―　 ―21



出動距離別/平均搬送時間差（表15） n=79（91）

出動距離
（以上～未満）0～30分未満

30分～
1時間未満

1時間～
1時間30分未満

1 時間30分～
2時間未満 2時間以上 計

0km～10km
0 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

10km～20km
2 1 0 1 0 4

（2） （0） （0） （0） （0） （2）

20km～30km
6 6 0 0 0 12

（8） （6） （2） （1） （1） （18）

30km～40km
5 4 1 0 6 16

（3） （1） （4） （0） （2） （10）

40km～50km
1 1 6 5 6 19

（0） （4） （6） （3） （2） （15）

50km～60km
1 0 2 2 0 5

（3） （7） （3） （3） （4） （20）

60km～70km
4 3 5 5 1 18

（0） （4） （6） （6） （3） （19）

70km～80km
0 0 0 0 0 0

（0） （1） （0） （2） （1） （4）

80km～90km
1 2 0 1 0 4

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

90km～100km
0 0 0 0 1 1

（1） （0） （0） （0） （0） （1）

100km～
0 0 0 0 0 0

（0） （0） （1） （0） （1） （2）

計
20 17 14 14 14 79

（17） （23） （22） （15） （14） （91）

　※（　　）内は、前年度実績。
　※データ抽出条件については（表14）同様。
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救急現場出動におけるドクターヘリ着陸から医師が患者に接触するまでの所要時間（表16）
n=119（142）

全期間 （夏　期） （冬　期）
件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%）

5分未満 97 81.5 84 85.7 13 61.9
（106） （74.6） （81） （73.6） （25） （78.1）

5 分以上 22 18.5 14 14.3 8 38.1
（36） （25.4） （29） （26.4） （7） （21.9）

内訳

5分以上10分未満 8 6.7 5 5.1 3 14.3
（23） （16.2） （21） （19.1） （2） （6.3）

10分以上15分未満 7 5.9 5 5.1 2 9.5
（4） （2.8） （3） （2.7） （1） （3）

15分以上20分未満 3 2.5 3 3.1 0 0
（4） （2.8） （2） （1.8） （2） （6.3）

20分以上 4 3.4 1 1.0 3 14.3
（5） （3.5） （3） （2.7） （2） （6.3）

計 119 100 98 100 21 100
（142） （100） （110） （100） （32） （100）

　※（　　）内は、前年度実績。
　※救急現場出動事案のうち着陸から患者接触時刻までの経過が明確な事案。

　⑹ 離着陸場
　　 　各消防機関と基地病院とが協議して予め各自治体にランデブーポイント1,270箇所（2023年

4月1日現在）［前年度：1,277箇所］を設定しているが、救急現場出動時に使用した延べ201箇所
（消防機関協力データ有効数）と救急現場との平均距離は6.2km［前年度：5.4km］（夏期6.1km
［前年度：5.5km］、冬期6.3km［前年度：5.0km］）、所要時間は8分18秒［前年度：7分48秒］（夏期
8分 8秒［前年度：7分58秒］、冬期8分47秒［前年度：7分22秒］）であった。今年度の救急現場
出動201件の内、ランデブーポイントへの離着陸件数と、救急現場直近への離着陸件数を図13に
示す。

　　 　また、冬期間使用可能なランデブーポイントとして298箇所（2023年 4月1日現在）［前年度：
294箇所］を設定しており、図14に過去 5年間のランデブーポイント設定数の推移を示す。

　　 　また、2019年度に各消防機関に全ランデブーポイントの現状確認と新規設定場所候補が
ないかの確認を実施し、その結果ランデブーポイントの設定数が増加している。

　　 　表16には救急現場出動においてドクターヘリがランデブーポイント、または救急現場直近に
着陸してから患者接触までに要する時間を分類した。5分以上時間を要する割合は夏期14.3％
［前年度：26.4％］、冬期38.1％［前年度：21.9％］であった。

0

500

1,000

1,500

2019年度 2020年度 2021年度 2023年度2022年度

設定数

全ランデブーポイント うち冬期間使用可能な
ランデブーポイント

1,169 1,291

263 289

1,287

289

1,277

294

1,270

298

ランデブーポイント設定数（図14）
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救急現場直近ランデブーポイント

離着陸
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16
（13.5%）

2019年度 2020年度 2021年度 2023年度2022年度

240
（86.5%）

251
（88.5%）
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3
（7.4%）

9
（11.5%）

5
（6.3%）
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（93.8%）

4
（11.6%）

197
（88.4%）

※（　）内は救急現場出動件数に対するランデブーポイントと救急現場直近への離着陸割合。

ランデブーポイントと救急現場直近への
離着陸件数（図13）
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4 ．他機関ヘリコプターとの連携
　 　道央ドクターヘリが、応援要請を受け出動したものと、他機関ヘリコプターと連携し出動した
3件の内、道北ドクターヘリが 2件、道消防防災ヘリ及び北海道警察ヘリが1件であった。また、
道央ドクターヘリが、他機関へ応援要請をしたケースはなかった。他機関ヘリコプターとの連携
事案一覧を（表17）に示す。

5 ．高速道路上の事故及び災害への対応
　 　高速道路上の事故及び災害に対応するため、北海道警察本部と東日本高速道路株式会社、基地
病院との間で協議を行い、通常運航圏内の高速道路上での事故及び災害に対応するための運用
要領を定め運用している。2023年度は高速道路上の事故への救急現場出動は2件であった。

他機関ヘリコプターとの連携事案（表17）
No. 災害現場 災害内容 連携内容 他機関ヘリ

道
央
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が
、

応
援
要
請
を
受
け
出
動
、

他
機
関
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
と

連
携
し
た
も
の

1 留萌市 施設間搬送 他事案出動中 道北ドクターヘリ

2 留萌市 施設間搬送 他事案出動中 道北ドクターヘリ

3 倶知安町 雪崩事故 救助を伴うもの 道消防防災ヘリ
/北海道警察ヘリ
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疾患別搬送患者数（図15）
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9
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重症度分類別患者数（図16）

6 ．医学的分析
　⑴　搬送患者の疾患
　　 　患者総数は247件（内、不搬送1件）［前年度：256件（内、不搬送 5件）］であり、内、脳血管疾患
42件［前年度：51件］、心・大血管疾患29件［前年度：15件］、外傷125件［前年度：135件］、心肺停止
11件［前年度：19件］、その他39件［前年度：31件］である（図15）。

　⑵　重症度
　　 　患者総数は247件（内、不搬送1件）［前年度：256件（内、不搬送 5件）］であり、内、軽症35件
［前年度：38件］、中等症116件［前年度：133件］、重症57件［前年度：43件］、重篤21件［前年度：
28件］、死亡17件［前年度：9件］、未判定0件［前年度：0件］である（図16）。
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　⑶　医療処置と使用薬剤
　　 　ドクターヘリ出動時に搭乗医師が行った医療処置（図17）と使用薬剤（図18）を過去 5年間で
比較して以下に示す（ドクターヘリ出動医師カルテより集計）。
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　⑷　搬送先医療機関及び救命救急センター・大学病院毎の各疾患群における重症度分類（表18）
n=246(251)

救命救急センター
大学病院名 疾 患 群 軽症 中等症 重症 重篤 死亡 小計

札幌医科大学附属病院
高度救命救急センター

脳血管疾患
0 0 0 1 0 1

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

心・大血管疾患
0 1 0 0 0 1

（0） （0） （1） （0） （0） （1）

外　　傷
0 1 2 1 0 4

（0） （1） （4） （2） （0） （7）

心肺停止
0 0 0 1 1 2

（0） （0） （0） （0） （2） （2）

そ の 他
0 0 0 1 0 1

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

小　　計
0 2 2 4 1 9

（0） （1） （5） （2） （2）（10）

北海道大学病院
救命救急センター

脳血管疾患
0 0 0 1 0 1

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

心・大血管疾患
0 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

外　　傷
1 1 3 0 0 5

（0） （3） （0） （0） （0） （3）

心肺停止
0 0 0 0 1 1

（0） （0） （0） （1） （1） （2）

そ の 他
0 1 0 0 0 1

（0） （0） （1） （0） （1） （2）

小　　計
1 2 3 1 1 8

（0） （3） （1） （1） （2） （7）

市立札幌病院
救命救急センター

脳血管疾患
0 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

心・大血管疾患
0 0 0 1 0 1

（0） （0） （0） （1） （0） （1）

外　　傷
0 1 1 0 0 2

（0） （1） （0） （0） （0） （1）

心肺停止
0 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

そ の 他
0 0 1 0 0 1

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

小　　計
0 1 2 1 0 4

（0） （1） （0） （1） （0） （2）
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救命救急センター
大学病院名 疾 患 群 軽症 中等症 重症 重篤 死亡 小計

北海道医療センター
救命救急センター

脳血管疾患
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

心・大血管疾患
0 1 0 0 0 1
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

外　　傷
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

心肺停止
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他
0 0 2 0 0 2
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

小　　計
0 1 2 0 0 3
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

砂川市立病院
救命救急センター

脳血管疾患
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

心・大血管疾患
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

外　　傷
1 2 0 1 0 4
(1) (1) (1) (0) (0) (3)

心肺停止
0 0 0 0 0 0 
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

小　　計
1 2 0 1 0 4
(1) (1) (1) (0) (0) (3)

旭川赤十字病院
旭川医科大学病院
帯広厚生病院

（道央圏外の三次医療機関）

脳血管疾患
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

心・大血管疾患
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

外　　傷
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

心肺停止
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

小　　計
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
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救命救急センター
大学病院名 疾 患 群 軽症 中等症 重症 重篤 死亡 小計

基地病院
（手稲渓仁会病院）

脳血管疾患
0 14 11 0 1 26
(0) (26) (5) (4) (0) (35)

心・大血管疾患
0 7 9 0 1 17
(1) (3) (7) (0) (0) (11)

外　　傷
7 47 15 4 1 74
(7) (51) (4) (7) (0) (69)

心肺停止
0 0 0 0 0 0
(0) (0) (1) (10) (0) (11)

そ の 他
4 10 3 0 2 19
(4) (8) (0) (0) (0) (12)

小　　計
11 78 38 4 5 136
(12) (88) (17) (21) (0) (138)

二次医療機関等
搬送先医療機関

脳血管疾患
2 7 5 0 0 14
(3) (6) (6) (1) (0) (16)

心・大血管疾患
1 1 3 4 0 9
(0) (0) (1) (0) (1) (2)

外　　傷
9 19 2 2 4 36

(14) (26) (10) (1) (1) (52)

心肺停止
0 0 0 2 6 8
(0) (0) (0) (1) (3) (4)

そ の 他
10 3 0 2 0 15
(8) (7) (2) (0) (0) (17)

小　　計
22 30 10 10 10 82
(25) (39) (19) (3) (5) (91)

総合計

脳血管疾患
2 21 16 2 1 42
(3) (32) (11) (5) (0) (51)

心・大血管疾患
1 10 12 5 1 29
(1) (3) (9) (1) (1) (15)

外　　傷
18 71 23 8 5 125
(22) (83) (19) (10) (1) (135)

心肺停止
0 0 0 3 8 11
(0) (0) (1) (12) (6) (19)

そ の 他
14 14 6 3 2 39
(12) (15) (3) (0) (1) (31)

合　　計
35 116 57 21 17 246
(38) (133) (43) (28) (9) (251)

　※（　　）内は、前年度実績。
　※不搬送 1件（前年度：5件）は除く。
　※二次医療機関等搬送先医療機関（順不同・敬称略）
  伊達赤十字病院、浦河赤十字病院、王子総合病院、岩見沢市立総合病院、岩見沢脳神経外科病院、岩内協会病院、

倶知安厚生病院、栗山赤十字病院、恵み野病院、恵庭第一病院、渓和会江別病院、江別市立病院、札幌孝仁会記念病院、
札幌整形循環器病院、札幌禎心会病院、札幌東徳洲会病院、札幌徳洲会病院、市立室蘭総合病院、小樽市立病院、
新ひだか町立静内病院、積丹国保診療所、千歳市民病院、中村記念病院、中村記念南病院、苫小牧市立病院、日高徳洲会病院、
柏葉脳神経外科病院、富良野協会病院、北海道せき損センター、北海道中央労災病院、余市協会病院、我汝会えにわ病院
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疾患群重症度別転帰（表19） n=246(251)

疾患群 重症度
区分

生存 死亡 合計良好 中等度障害 重度障害 植物状態
件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

脳血管
疾患

軽症 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
（3）（100） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （3）

中等症 10 47.6 10 47.6 0 0 0 0 1 4.8 21
（9）（28.1）（19）（59.3） （2）（6.3） （0） （0） （2）（6.3）（32）

重症 2 12.5 9 56.2 4 25.0 0 0 1 6.3 16
（1）（9.1） （1）（9.1） （4）（36.4） （0） （0） （5）（45.4）（11）

重篤 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 2
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （5）（100） （5）

死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）

計 15 35.7 19 45.3 4 9.5 0 0 4 9.5 42 100
（13）（25.5）（20）（39.2） （6）（11.8） （0） （0）（12）（23.5）（51）（100）

心･大血管
疾患

軽症 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1
（1）（100） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （1）

中等症 9 90.0 1 10.0 0 0 0 0 0 0 10
（3）（100） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （3）

重症 8 66.7 3 25.0 0 0 0 0 1 8.3 12
（5）（55.6） （4）（44.4） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （9）

重篤 2 40.0 0 0 0 0 0 0 3 60.0 5
（0） （0） （0） （0） （1）（100） （0） （0） （0） （0） （1）

 死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （1）（100） （1）

計 20 69.0 4 13.8 0 0 0 0 5 17.2 29 100
（9）（60） （4）（26.6） （1）（6.7） （0） （0） （1）（6.7）（15）（100）

外傷

軽症 18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 18
（21）（95.5） （1）（4.5） （0） （0） （0） （0） （0） （0）（22）

中等症 54 76.1 16 22.5 0 0 0 0 1 1.4 71
（66）（79.5）（16）（19.3） （0） （0） （0） （0） （1）（1.2）（83）

重症 8 34.8 13 56.5 2 8.7 0 0 0 0 23
（9）（47.3） （3）（15.8） （6）（31.6） （0） （0） （1）（5.3）（19）

重篤 0 0 1 12.5 0 0 0 0 7 87.5 8
（1）（10） （1）（10） （1）（10） （0） （0） （7）（70）（10）

 死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 5
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （1）（100） （1）

計 80 64.0 30 24.0 2 1.6 0 0 13 10.4 125 100
（97）（71.8）（21）（15.6） （7）（5.2） （0） （0）（10）（7.4）（135）（100）

　⑸　転帰
　　 　医療機関へ搬送された患者246件［前年度：251件］の内、搬送先医療機関の協力により回答の
あった246件［前年度：251件］の転帰は、良好144件（58.6％）［前年度：148件（59.0％）］、中等度障害
57件（23.2％）［前年度：51件（20.3％）］、重度障害7件（2.8％）［前年度：14件（5.6％）］、植物状態0件
（ 0％）［前年度：0件（ 0％）］、死亡38件（15.4％）［前年度：38件（15.1％）］であった。良好と中等度
障害を合わせた転帰良好群は201件（81.7％）［前年度：199件（79.3％）］であった。これらを疾患群別・
重症度区分別に分類したものを（表19）に示す。
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疾患群 重症度
区分

生存 死亡 合計良好 中等度障害 重度障害 植物状態
件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%) 件数 割合(%)

心肺停止

軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）

中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）

重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（1）（100） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （1）

重篤 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
（2）（16.7） （2）（16.7） （0） （0） （0） （0） （8）（66.6）（12）

死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 8
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （6）（100） （6）

計 0 0 1 9.1 0 0 0 0 10 90.9 11 100
（3）（15.8） （2）（10.5） （0） （0） （0） （0）（14）（73.7）（19）（100）

その他

軽症 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 14
（12）（100） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）（12）

中等症 11 78.6 2 14.3 0 0 0 0 1 7.1 14
（12）（80） （3）（20） （0） （0） （0） （0） （0） （0）（15）

重症 3 49.9 1 16.7 1 16.7 0 0 1 16.7 6
（2）（66.7） （1）（33.3） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （3）

重篤 1 33.3 0 0 0 0 0 0 2 66.7 3
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0）

 死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （1）（100） （1）

計 29 74.3 3 7.7 1 2.6 0 0 6 15.4 39 100
（26）（83.9） （4）（12.9） （0） （0） （0） （0） （1）（3.2）（31）（100）

合計

軽症 35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 35 14.2
（37）（97.4） （1）（2.6） （0） （0） （0） （0） （0） （0）（38）（15.1）

中等症 84 72.4 29 25.0 0 0 0 0 3 2.6 116 47.2
（90）（67.7）（38）（28.5） （2）（1.5） （0） （0） （3）（2.3）（133）（53）

重症 21 36.8 26 45.6 7 12.3 0 0 3 5.3 57 23.2
（18）（41.9） （9）（20.9）（10）（23.2） （0） （0） （6）（14）（43）（17.1）

重篤 4 19.0 2 9.5 0 0 0 0 15 71.5 21 8.5
（3）（10.7） （3）（10.7） （2）（7.2） （0） （0）（20）（71.4）（28）（11.2）

 死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 17 6.9
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （9）（100） （9）（3.6）

計 144 58.6 57 23.2 7 2.8 0 0 38 15.4 246 100
（148）（59）（51）（20.3）（14）（5.6） （0） （0）（38）（15.1）（251）（100）

　※（　　）内は、前年度実績。
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7 ．有効性の判定
　 　2023年度は、246件（前年度：251件）の判定を行い、その内訳は、効果あり140件（56.9％）［前年度：
142件（56.6%）］、変化なし84件（34.2%）［前年度：88件（35.0%）］、判定不能22件（8.9％）［前年度：21件
（8.4％）］であった。前年度と比べると、効果ありと判定された症例の割合は56.6％から56.9％と
横ばいであった。効果ありと判定された理由は、ドクターヘリ医師の医療介入10件（前年度：16件）、
搬送時間等の短縮52件（前年度：55件）、両方の理由によるものが78件（前年度：71件）であった
（表20- 1、表20- 2 、図19、図20）。なお、効果あり症例における医療処置の主な内容は酸素投与、
静脈路確保をはじめ、超音波エコー、気管挿管、バッグマスク換気などであり、救命に必要な多くの
処置が行われた（表21）。
　 　また、疾患群別の判定区分における効果あり判定の割合を見ると、心・大血管疾患75.9％と
高くなっている（表22）。
　 　なお、有効性についての効果判定を行うにあたり、246件の内、基地病院以外の医療機関に搬送
された110件（44.7％）は各搬送先医療機関の医師が、基地病院に搬送された136件（55.3％）は道央
ドクターヘリ運航調整委員会・事後検証部会の委員である医師が判定を行った。

ドクターヘリの有効性についての効果判定（表20-1）
判定区分 件数
効果あり 140（142）
変化なし 84（88）
判定不能 22(21)
未 回 答 0(0)
計 246（251）

　※（　　）内は、前年度実績。
　※現場で診療後不搬送となった 1件は除く。

ドクターヘリの有効性の判定理由（表20-2）
有効判定理由 件数

ドクターヘリ医師による医療介入 10（16）
搬送時間等の短縮 52（55）
両　　方 78（71）
計 140（142）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11% 40% 49%

7% 37% 56%

11% 39% 50%

6% 49%45%

14% 45% 42%

6% 40% 54%2019年度

平均

2023年度

2022年度

2021年度

2020年度

有効判定理由の推移（図20）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

63% 32% 5%

57% 34% 9%

57% 35% 8%

57% 38% 5%

58% 36% 5%

2019年度

平均

2023年度

56% 39% 5%

2022年度

2021年度

2020年度

ドクターヘリ有効性について判定区分の推移（図19）
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出動医師による医療介入が有効と判定された88件（ドクターヘリ医師の医療介入
10件と両方78件）にかかる出動中の医療処置の内訳及び薬投与件数（表21）

医　

療　

処　

置　

の　

内　

訳

静脈路確保 80件
酸素投与 54件
超音波エコー 33件
気管挿管 12件
急速輸液 13件
バッグマスク換気 8件
血糖測定 16件
CPR 0件
胸腔穿刺・開放 8件
人工呼吸 0件
除細動 0件

薬剤投与件数 72件

疾患群別判定区分と有効判定理由（表22） n=246（251）

疾患群
判定区分

合計
有効 不変 判定不能

件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%）

脳血管疾患 32 76.2 7 16.7 3 7.1 42 100
（34） （66.7） （11） （21.6） （6） （11.7） （51） （100）

心・大血管
疾患

22 75.9 4 13.8 3 10.3 29 100
（11） （73.3） （3） （20.0） （1） （6.7） （15） （100）

外傷 69 55.2 47 37.6 9 7.2 125 100
（75） （55.5） （53） （39.3） （7） （5.2） （135） （100）

心肺停止 3 27.3 5 45.4 3 27.3 11 100
（11） （57.9） （5） （26.3） （3） （15.8） （19） （100）

その他 14 35.9 21 53.8 4 10.3 39 100
（11） （35.5） （16） （51.6） （4） （12.9） （31） （100）

計 140 56.9 84 34.2 22 8.9 246 100
（142） （56.6） （88） （35.0） （21） （8.4） （251） （100）

n=140(142)

疾患群
有効判定理由

合計ドクターヘリ医師の
医療介入 搬送時間等の短縮 両方

件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%） 件数 割合（%）

脳血管疾患 2 6.3 10 31.3 20 62.4 32 100
（2） （5.9） （17） （50.0） （15） （44.1） （34） （100）

心・大血管
疾患

0 0 4 18.2 18 81.8 22 100
（0） （0） （7） （63.6） （4） （36.4） （11） （100）

外傷 4 5.8 30 43.5 35 50.7 69 100
（9） （12.0） （27） （36.0） （39） （52.0） （75） （100）

心肺停止 1 33.3 0 0 2 66.7 3 100
（0） （0） （2） （18.2） （9） （81.8） （11） （100）

その他 3 21.4 8 57.2 3 21.4 14 100
（5） （45.4） （2） （18.2） （4） （36.4） （11） （100）

計 10 7.1 52 37.1 78 55.8 140 100
（16） （11.3） （55） （38.7） （71） （50.0） （142） （100）

　※（　　）内は、前年度実績。
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Ⅴ．考　察
1．出動実績や運航体制について
　 　2023年度の出動実績は要請519件（昨年度は473件）に対して、未出動が222件（昨年度は194件）
であり、天候不良による未出動が10件増加した。出動は297件（救急現場出動201件、緊急外来搬送
16件、施設間搬送30件、キャンセル50件）で、昨年度に比べ18件増加した。昨年度において全ての
件数（要請、出動、未出動）が減少していた理由は、札幌市消防局からの要請が、札幌市消防防災
ヘリコプターの補完的役割からドクターヘリが必要な場合に要請されることに変更されたことと
考察した。今年度、要請が増加した理由は、札幌市消防局からの要請はなかったが、新型コロナ
ウイルス感染症が 5類感染症に位置づけられたことによる影響と考えている。表23に札幌市
消防局からの要請の年次推移を示す。札幌市内であってもドクターヘリが必要な事案は存在すると
考えており、今後札幌市におけるドクターヘリの運用について消防局と検討していきたい。

札幌市消防局からの要請件数の年次推移（表23）
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

全要請件数 721 688 638 473 519
札幌市消防局　要請件数 127 149 130 8 0

区分
救急現場出動 ･施設間搬送 21 28 25 1 0
離陸後キャンセル 28 29 33 4 0
未出動 78 92 72 3 0

　 　未出動の主要因は、昨年度同様に天候不良であった（表 3）。未出動事案を補完する機能として
ラピッドレスポンスカーを運用しているが、昨年に比して件数が減少している（図9）。道央ドクター
ヘリではドクターヘリが完全運休の場合のみラピッドレスポンスカーを運用していること、要請
地域が遠方である場合が多いことから、天候不良に対する補完システムとしては限界と考えている。
しかし、少ない件数でも対応することの意義はあり、今後も継続運用していきたい。未出動・
キャンセル事案に関する予後調査の結果を表24に示す。

出動区分及び重症度別患者数（表24）
軽症 中等症 重症 重篤 死亡 計

出動 35件 116件 57件 21件 17件 246件
(14.2%) (47.2%) (23.2%) (8.5%) (6.9%) (100%)

離陸前
キャンセル

7件 16件 9件 1件 4件 37件
(18.9%) (43.3%) (24.3%) (2.7%) (10.8%) (100%)

離陸後
キャンセル

16件 19件 8件 2件 5件 50件
(32.0%) (38.0%) (16.0%) (4.0%) (10.0%) (100%)

未出動 27件 76件 60件 10件 12件 185件
(14.6%) (41.1%) (32.4%) (5.4%) (6.5%) (100%)

　※出動件数が 1件少ない理由は不搬送により予後不明のものが 1件あったためである。
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　 　離陸前・離陸後キャンセル事案中の重篤・重症例について、個々の症例検討あるいは検証が
必要であることは、昨年の報告書でも述べたが検討には至っておらず、この件については今年度の
道央圏MC協議会に計る予定である。
　 　要請理由のキーワードに関しては、2019年度の検討で新たなキーワード設定や削除の必要性は
ないと判断し、現状大きな問題は指摘されてはいないが、前回の検討より5年が経過したことから、
キーワードの検証とキーワード要請自体を含めた検討を行う予定である。
　 　ドクターヘリ出動時の救急現場出動に関する時間経過において、要請から出動（離陸）までの
時間が運航開始当初に比べ、延長傾向にあったため数年間注視してきた。結果として5分以上に
延長することはなく、安全運航重視の立場から安全確認強化に伴う延長が主因であるという判断は
間違いないと考える。

2 ．医学的事項について
　 　疾患別搬送患者数と重症度分類別患者数の推移は、要請数の変動に伴う経年変化内と判断
する。道央ドクターヘリは運航開始当初から心肺停止を要請適応外としていないが、救急救命士
制度やメディカルコントロール体制の充実から、蘇生や蘇生後の後療法に関する高度医療の有無を
要請側が判断し、必要に応じて要請をされているのが現状である。
　 　出動時に行った医療処置（図17）や使用薬剤（図18）の中で、その他の医療処置の内訳は人工
呼吸器の使用、FAST以外の超音波検査、止血等の創処置であった。2024年開催予定の第31回
日本航空医療学会において、道央ドクターヘリにおける10年間の病院前処置を検討した内容を
報告する予定である。搬送患者全体の転帰は、良好144例（58.6%）、中等度障害57例（23.2%）、重度
障害 7例（2.8%）、植物状態 0例（ 0%）、死亡38例（15.4%）であった。良好と中等度障害を転帰
良好群と定義すると201例（81.7%）で良好な成績と考える。
　 　ドクターヘリの有効性判定では、有効が56.9%であった。昨年度も述べたが日本航空医療学会で
行っている収集事業であるドクターヘリ・レジストリによる疾患別グループの有効性の検討が
行われたが、単純な疾患予後によるドクターヘリの有効性を示すことは、一部を除き難しいという
結果であった。新しいドクターヘリ・レジストリ（JSAS-R）が2020年度から開始されており、
今年度から各基地病院がJSAS-Rデータ利用委員会に研究利用申請できるようになり、すでに
いくつかの研究申請がなされている。今後はドクターヘリの有効性がJSAS-Rから発信される
ことが期待される。また、有効性の判定を含めた報告書全体の在り方について、検討ワーキング
グループを立ち上げる予定である。

3 ．安全運航について
　 　厚生労働省から運航調整委員会に加え必要に応じて安全管理部会を設置することが2018年度に
示されたため、北海道においては2019年度から4基地病院合同で「北海道ドクターヘリ安全管理
委員会」（以下、「安全管理委員会」という。）を設置し、道央ドクターヘリ基地病院が幹事となり、
各基地病院からのインシデント・アクシンデント報告を取りまとめている。また、日本航空医療
学会主導でインシデント及びアクシデントデータ入力が2020年度から開始された。
　 　2023年度道央ドクターヘリにおいては、重大なインシデント及び 3 b以上のアクシデントはなく、
他の基地病院において同様であった。参考までにインシデント・アクシンデント分類表（別紙1）と
2022年度までの4基地病院から提出されたインシデント・アクシンデントレベルの報告を示す（表25）。
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4 基地病院からのインシデント及びアクシデント報告（表25）

4 ．他機関ヘリとの連携、災害対応などについて
　 　他機関連携については、道北ドクターヘリ、消防防災ヘリとの相互補完や消防防災ヘリとの
救助事案に関わる連携が 3件実施された（表17）。円滑な連携がとられ安全面等でも問題は指摘
されていない。
　 　災害対応については、「災害時における北海道のドクターヘリ運用体制に係る要領」が北海道により
策定されたが、実際の運用はなく、今後の訓練で策定内容についての検証がなされる予定であるが
未だ実施されていない。新型コロナウイルス感染症が収束したことを受けて、災害対策や連携訓練を
実施する予定である。

5 ．新型コロナウイルス感染症対策について
　 　新型コロナウイルス感染症に対して、2021年度に「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に
対するドクターヘリの運用」（別紙 2）、2022年に「COVID-19流行時におけるドクターヘリ運航
マニュアル」（別紙 4）が日本航空医療学会から発出され、それに基づく対策が各基地病院で実施
された。また、道央ドクターヘリではその他に運航圏の消防機関に対して、新型コロナウイルス
感染症の問診票（別紙 3）記載の継続をお願いした。更に2023年 4月7日に新たに日本航空医療
学会理事会見解が発出された（別紙 5）。このような新型コロナウイルス感染症に対する対策や
経験は今後新たな新興感染症が発生した場合のレガシーとしたい。

Ⅵ．まとめ
　 　道央ドクターヘリは正式運航から19年が経過した。昨年度も重大なインシデントやアクシデントが
無く運航できたことは、ドクターヘリに関わる全ての機関のご理解、ご協力、ご指導によるもので
あり、基地病院として感謝に堪えない。本邦のドクターヘリは47都道府県57機配備となり、全国
配備が達成された。通常インフラとなったドクターヘリを更に発展させ、北海道の救急医療に
貢献することを目途に他の3基地病院と共に安全運航を継続していきたい。
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（別紙 2）

 2020.04.21

ドクターヘリ基地病院ならびに運航会社各位

 一般社団法人日本航空医療学会理事長　猪口貞樹
 同理事（ドクターヘリ連絡調整協議会担当）　北村伸哉

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するドクターヘリの運用」に関するお願い

　前略　平素はドクターヘリの安全な運航・運用にご尽力をいただき、ありがとうございます。

　皆様方ご承知の通り、現在新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行のため、本邦でも
感染者数が増加しており、これに伴って未診断のCOVID-19患者が救急搬送されることが多くなって
きました。
　COVID-19には、症状がほとんどない感染者および軽症の感染者が数多く存在し、また発症しても
多くは特異的症状に欠けるため、しばしば診断が困難です。このため、今後さらにCOVID-19の
有病率が増加するに伴い、未診断のCOVID-19に対してドクターヘリが出動要請されることも増えて
くるものと考えられます。
　この状況に対し、日本航空医療学会理事会は「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する
ドクターヘリの運用－一般社団法人日本航空医療学会理事会見解2020.04.21－」を作成いたしました。
ご活用いただきたく、各地域の救急医療体制の維持にご尽力されますよう、よろしくお願い申し上げます。

　本見解の運用に際しましては、各地域において、道府県、消防機関、医療機関をはじめとする、関係
諸機関との十分な事前調整をお願い申し上げます。
　また、今後COVID-19の有病率が大幅に増加するなど、状況が変化した場合には、さらなる対応が
必要になる可能性があります。その際には、改めてご連絡いたしますので、適切かつ柔軟な対応を
いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

 草々
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するドクターヘリの運用
ー一般社団法人日本航空医療学会理事会見解2020.04.21ー

1．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が確定している患者の搬送
　① 当該患者のドクターヘリによる搬送は行わない。
　②  患者が治療後の検査で陰性化している場合の搬送は、状況に応じて各基地病院が判断する。

万一、事後に再陽性が確認された場合には、下記「 3．ドクターヘリにより搬送された患者が
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）疑い例になった場合」により対応する。

2．出動の際の注意点（参考資料1、2参照）
　①  運航クルー・医療クルーは、全出動例に対して標準予防策を実施する。個人防護具（PPE）として、

1）診療を行う医療クルーは（サージカルマスク＋手袋＋ガウン）、2）操縦士は（サージカル
マスク）、3）整備士が患者搬送の補助を行う場合には（サージカルマスク＋手袋＋ガウン）、
行わない場合には（サージカルマスク）を装着することが望ましい。

　② 整備士は搬送先病院内には可能な限り立ち入らない。
　③  ドクターヘリ運航中は常時換気に努め、患者搬送後は、一定時間ドア等を開放して機内換気を

徹底する。
　④  搬送後に、消毒用エタノールなどの適切な消毒剤を用いて消毒を行う。なお、機体消毒に用いる

消毒剤の適否については、運航会社に相談・確認する。
　⑤  医療クルーは、ドクターヘリ要請時に、要請元の消防機関あるいは病院等から病歴、発熱等の

症状などを聴取し、COVID-19疑いの有無を判断する。
　⑥  病歴、発熱等の症状などからCOVID-19が疑われる場合には、患者に接触するまでに体温・

SpO2値測定を指示するなど、十分な情報の収集に努める。
　⑦  現場到着後に診察を行い、COVID-19が疑われる場合は、ドクターヘリによる搬送は行わない。

ドクターヘリによる患者搬送の適否は、現場到着後にドクターヘリ搭乗の医療クルー、基地
病院のドクターヘリ担当医師及び操縦士が相談して最終決定する。

　⑧  継続的にドクターヘリを運航するため、搬送中は患者にサージカルマスクを装着し、医療クルー・
運航クルーともマスク装着を徹底することが望ましい。患者とクルー全員がサージカルマスクを
装着し、現場で適切な予防策が実施されていれば、後日患者がCOVID-19と判明しても、一般的に
濃厚接触者として経過観察の対象にはならない。 

　⑨  患者にマスクが装着できない場合には、医療クルーのPPEとして（ゴーグル）を追加する。整備士が、
マスクを装着できない患者の搬送補助を行う際には、医療クルーと同様の装備とする。

　⑩  上記⑨に該当する患者のドクターヘリによる搬送の適否は、上記⑦と同様に、医療クルー、
基地病院のドクターヘリ担当医師及び操縦士が相談して最終決定する。

　⑪  搬送患者の家族の同乗は原則として禁止し、必要最小限（小児の保護者など）に留める。同乗する
場合には、サージカルマスクを着用してもらう。

　⑫  基地病院は、患者受け入れ病院と搬送患者の感染に関する情報共有を密にして、ドクターヘリの
安全運航に努める。
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3 ． ドクターヘリにより搬送された患者が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）疑い例になった
場合

　①  病院到着後、患者の検査所見やCT所見などから、COVID-19疑いでなかった患者が疑い例と
なった場合、速やかに核酸増幅法（PCR法など）により診断を確定する。

　②  上記の結果が判明するまで、一旦ドクターヘリの運航を停止する。なお、この時の運休は、不可
抗力によるものとして取り扱う。

　③  管轄する保健所に届け出て、検査結果が陽性であれば、その指示に従う。
　④  搬送に従事した運航クルー、医療クルーともに濃厚接触者の可能性が否定できないため、

各基地病院の規則および保健所の指示に従って対応する。
　⑤  病院収容時にCOVID-19の疑いのなかった患者が後日COVID-19と判明した場合にも、同様に

基地病院の規則および保健所の指示に従って対応する。
　⑥  なお、検査の結果、搬送した患者に感染が確認され、かつクルーが濃厚接触者として経過観察の

対象になった場合には、医療クルー及び運航クルーの員数が充足されると共に、当該事例の
検証を行ってから運航を再開する。

4．心肺停止、気管挿管等について
　①  COVID-19が完全には否定できない心肺停止例患者に対して、現場到着後に心肺蘇生を実施

する場合には、（N95マスク、ゴーグル、フェイスシールド、ガウン、キャップ、手袋）を装着する
ことが望ましい。

　②  COVID-19が完全には否定できない呼吸不全、意識障害などの患者に対して、現場で緊急気管
挿管を行う場合も同様である。

　③  上記 4．①及び②の患者は、原則としてドクターヘリでは搬送しない。これに該当するか否かは、
2．⑦に準じて、ドクターヘリの医療クルー、基地病院のドクターヘリ担当医師及び操縦士が
相談して最終決定する。

　④  気管挿管、胸骨圧迫、バッグバルブマスク換気、気管内吸引などは、いずれもエアゾル発生の
危険手技である。このため、COVID-19が否定できない患者に対するドクターヘリ機内での
上記行為は極力回避し、病院での実施を考慮する。

　⑤  COVID-19が否定できない患者を搬送中に、やむを得ず補助呼吸などを行った場合には、上記
「 3．ドクターヘリにより搬送された患者が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）疑い例に
なった場合」に従って対応する。

 以上
（参考資料）
1） 一般社団法人日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
第2版改訂版（ver.2.1）

2） 同上PPT
3） 一般社団法人日本環境感染学会：心肺停止（CPA）症例（病院前診療を含む）に対する新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）対策について

4） Edelson et al.: Interim Guidance for Life Support for COVID-19.
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COVID-19流行時におけるドクターヘリ運航マニュアル

Ⅰ．はじめに 
　1．  本マニュアルは、COVID-19流行時におけるドクターヘリ運用およびCOVID-19確定者の搬送

について、厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）において
取りまとめたものである。

　 2．  COVID-19の半数は無症状又は発症前の感染者から感染することに留意し、感染症状のない
全ての傷病者に対して、一定の感染防護策をとる必要がある。 

　 3．  現在、COVID-19のパンデミックは進行中であり、SARS-CoV-2は変異により経時的に性質が
変化している。本マニュアルは2022年 1月30日時点の状況で記載したものであり、今後変更が
必要になる可能性があることに十分留意されたい。 

Ⅱ．SARS-CoV-2の主な特徴 
　1．  SARS-CoV-2は、コロナウイルスの1種で、エンベロープを有する1本（＋）鎖RNAウイルスで

ある。COVID-19は、SARS-CoV-2による感染症で、ウイルス受容体のACE2は、肺、心臓、腎臓、
消化器、血管などに分布しているが、主に気道感染をきたす。

　 2．  主な感染経路は飛沫・接触感染であるが、気道分泌物のエアロゾルによって通常の飛沫感染より
広範囲に感染が起こることがある。日常的には換気の悪い室内、大人数の集まり、発声などが
感染の危険因子であるが、医療上は人工呼吸や気管挿管などのエアロゾル発生手技
（以下AGP）が感染の危険因子である。従って、ドクターヘリ機内でのAGPは感染リスクが高い。

　 3．  SARS-CoV-2は一定の確率で変異を起こす。2022年 1月28日までに世界的に拡散した変異株
（VOC）にはα株、δ株、ο株などがあり、スパイク蛋白等の変異に伴って感染力の増強や免疫
回避などが見られる。これに伴って、潜伏期間、基本再生産数、CFRなどが変化しているが、
現時点まで基本的な感染経路に大きな変化はない。 

Ⅲ．COVID-19流行時におけるドクターヘリ運用の留意点 
　1．  本邦ドクターヘリの機内は一般に狭く、患者は医療クルーの至近距離で搬送される。操縦室と

客室に隔壁がなく、再循環換気の機体も多いため、エアロゾルが発生すると機内全体に拡散する
可能性がある。 

　 2．  ドクターヘリは重症患者の診療を行うため、搬送中に患者が急変して緊急処置やAGPが必要に
なることがないよう、ヘリ搬入前に適切な処置を行うことが重要である。 

　 3．  COVID-19流行時における基本的な対応は、①現場出動か医療機関間搬送か、②COVID-19が
疑われない症例か疑い・確定例か、などによって異なる。以下に詳述する（表1参照） 

Ⅳ．待機中の対応 
　1．  基地病院のドクターヘリ責任者は、各都道府県のCOVID-19有病率、感染者の数・増加速度、

厚労省や都道府県の判断するステージ等により、継続的に当該地域の感染リスクを評価する。 
　 2．  院内感染対策部署および保健所や都道府県の感染対策部署と常に情報を共有し、必要に応じて

指示を受けて行動する。 

（別紙 4）
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　 3．  ドクターヘリ基地病院やクルーの待機場所では、当該基地病院の規則に従って感染防護策を
実施する。 

　 4．  待機中の感染防護策
　　1）定期的な待機室の換気。 
　　 2）多人数が集まることは避け、人と人の適切な距離を確保する。 
　　 3）感染防護用マスクの装着、手洗いの励行。 
　　 4）室内（特に机やパソコン、手洗いなど）の清掃・消毒を定期的に実施する。 

Ⅴ．個人感染防護具（PPE） 
　1．  基地病院は、医療クルー、運航クルーが用いるPPEを、十分に供給する。 
　 2．  ドクターヘリの責任者は、PPEの種類および着脱手順を定め、医療クルー、運航クルーに対して、

訓練を実施する。また、作業環境とPPEの適合性（夏の野外での熱ストレス、ゴーグルの
視認性など）について確認する。 

　 3．  運航会社は、必要に応じて航空安全および通信機器とPPEの適合性を確認する。 

Ⅵ．現場出動（要請～現場診療まで） 
　1．  特にCOVID-19の疑われない症例へのドクターヘリの現場出動（現場診療まで）は、通常通りに

応需する。 
　 2．  COVID-19疑い例・確定例への出動要請は少ないが、早期介入の必要があると判断した場合には

医療クルーの派遣のみを行う。 
　 3．  患者接触前に症状等の情報を十分に得て、疑い例を見逃さないよう留意する。 
　 4．  現場での診療時には、感染症状のない全ての傷病者に対して、一定の感染防護策をとり、

サージカルマスク（又はＮ95）、ゴーグル、ガウン、帽子、手袋などを着用する。 

Ⅶ．現場出動（診療後の患者搬送） 
　1．  現場出動にて診療を行った後の患者搬送は、以下のとおり。 
　 2．  現場出動時には、COVID-19疑い例・確定例のドクターヘリ搬送は原則として回避し、陸上

救急車での医師同乗搬送など、代替手段を確保する。 
　 3．  重症患者のヘリ搬送では、搬送中に状態が悪化し、機内で人工呼吸等のAGPが必要になる

可能性がある。COVID-19の疑いがない症例であっても、人工呼吸や非侵襲換気、気管挿管を
要する可能性がある場合は、できるだけ搬送前に気管挿管を実施する。 

　 4．  気管挿管の手技、気管挿管患者機内搬入時の注意、およびAGPを実施した患者が事後に
COVID-19であることが判明した場合の対応については、基地病院の感染対策部署、運航会社、
保健所と相談の上、予め取り決めておくこと。 

Ⅷ．医療機関（施設）間搬送 
　1．  COVID-19の疑いがない症例の医療機関間搬送は、通常通りにドクターヘリで実施する。PPEは、

各基地病院の規則に基づき、サージカルマスク、ゴーグル、ガウン、帽子、手袋などを着用する。 
　 2．  COVID-19と確定診断された重症患者の高度医療機関への転院搬送、島嶼・僻地など適切な

医療機関にアクセスできない地域からのCOVID-19確定例や疑い例の広域搬送（長距離搬送、
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洋上搬送、多人数搬送を含む）は、航空機による医療機関間搬送の対象となる。 
　 3．  上記 2項のうち、多人数搬送、長距離搬送、洋上搬送の多くは、固定翼機や大型回転翼機が

適している。また島嶼からの長距離洋上搬送や洋上船舶からのつり上げ搬送等は、自衛隊
または海上保安庁でないと実施困難である。 

　 4．  重症例の医療機関間搬送をドクターヘリで実施する場合、①事前の機内養生、②クルーの
厳重なPPE装着、③搬送後の廃棄物処理・清掃作業などが必要となり、その前後で通常のドクター
ヘリ運用に悪影響が出る可能性がある。 

  また、事前準備と運航・医療クルーおよび関係者の訓練が必要であり、準備不十分での対応は
感染リスクを伴う。 

  人工呼吸器やECMOを装着した重症患者を搬送する場合、あるいは可搬式患者隔離装置
（PIU）に患者収容する場合には、十分なキャビンスペースが必要である。 

　 5．  以上から、日常運航を行っているドクターヘリでCOVID-19確定例を搬送するのは合理的で
ない。需要が見込まれる地域では、専用の機体を用いて訓練された専任クルーが搬送する
体制を別途に構築すること、が必要である。 

　 6．  このための方策としては、①COVID-19確定例搬送専用のドクターヘリと訓練されたクルーの
配備、②複数都道府県でのCOVID-19確定例搬送専用ドクターヘリの連携運用、③他機関の
ヘリ（消防防災ヘリなど）に医療クルーが同乗して搬送する体制、などが考えられる。 

　 7．  需要が見込まれる地域では、これらについて事前に地域内で検討のうえ、適切な手段と運用を
あらかじめ取り決めておくことが望ましい。 

Ⅸ．COVID-19確定例搬送時の留意点 
　1．  重症のCOVID-19確定例の航空機搬送では、搬送中エアロゾル感染をきたすリスクが高い。

このため、医療クルーは原則として空気感染防護のPPE（N95マスク、ゴーグル、、ガウン、
帽子、手袋など）を着用する。 

　 2．  運航クルーのPPEについても事前に調整のうえ、基地病院が準備する。 
　 3．  搬送中に人工呼吸や非侵襲換気、気管挿管などを行う可能性がある場合には、搬送前に気管

挿管を実施し、機内でのAGPをできるだけ避ける。また人工呼吸器装着中の患者では、
ストレッチャーへの移動時に、人工呼吸器と気管チューブの接続が外れてエアロゾルが漏洩
しないよう注意する。人工呼吸器を一時停止し、終末呼気で気管チューブを一時クランプする、
などを行ってもよい（表2参照）。

　 4．  可搬式患者隔離装置（PIU）を用いると、感染のリスクを大幅に軽減し、PPEの簡素化も
可能であるが、使用にあたっては以下を確認する。

　　①当該PIUが気管挿管患者や人工呼吸器装着患者を収容できるか、
　　②搬送中の処置が可能か、
　　③使用する機体に当該PIUを収納可能な広さがあるか、
　　④装置をストレッチャーに固定可能か、
  修理改造が必要な場合は国土交通省航空局に事前確認する（Ⅺ章参照）。
　 5．  病院へ直接搬送する場合、患者の引き渡しとPPEの脱着場所を確保のうえ、他の患者や要員との

接触の少ない搬送経路をあらかじめ取り決めておく。また、患者搬入時にドアを開けたり搬送用
エレベーターを操作したりする、清潔なPPEを着用した院内スタッフ者が必要である。
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　 6．  実際の患者搬送を行う前に、搬送元病院からヘリポートを経由してヘリに患者を搬入し、
さらにヘリポートから搬送先病院に収容するまでの一連の作業を、実機と機材を用いた
シミュレーションにより訓練しておく。

　 7．  COVID-19確定例の実搬送時には、運航会社の規程や雇用契約の問題などを事前に確認し、
搬送の妥当性を総合的に検証する必要がある。

X．任務終了後の作業
　1．  廃棄物処理
  感染廃棄物の管理者を明確化しておく。
　 2．  除染（清掃・消毒）
  適切な航空機用クリーニング製品を準備する。
  航空機のどこを誰が清掃するか明確にしておく。
　 3．  感染管理者への報告
  任務中のPPEが適切であったことの確認。
  関係スタッフの感染曝露有無の評価（感染隔離の必要性の評価）。
  事後の有症状スタッフ発生有無の評価とその管理。
　 4．  事後の有症状スタッフ発生有無の評価とその管理データ登録
  デブリーフィングとインシデント/アクシデント情報の登録（JSAS-I）および任務に関する

登録（JSAS-R）。

Ⅺ．可搬式患者隔離装置（PIU）の留意点
　1．  PIUの種類
　　1）PIUには様々なものがあるが、重症例を搬送する場合には、以下が必須である。
　　　①収容後患者の周囲、PIU周囲に十分な空間があり、必要に応じて処置が行える。
　　　②病室で収容してそのままヘリに収容・搬送できる。
　　 2） このためCOVID-19重症例の搬送に使用できるPIUは限られている、スイスのRegaでは、

固定翼機の急な気圧低下にも対応出きるように改良したPIUを用いている。欧米でよく
用いられているイスラエル製のIsoArc、ノルウェー製のEpiShuttle、および日本製の可搬型
陰圧クリーンドームについて、表3に概要を記載する。

　 2．  本邦でドクターヘリに用いられている機体へのPIU搭載の適合性
　　1） COVID-19重症例を搬送する場合、大型のPIUが必要なことに加え、人工呼吸やECMOが

必要になることもあるため、通常のドクターヘリより広いキャビンが適している。
　　 2） 欧米で主に用いられている機体は、H145、AW139、AW169、Bell412、Bell429などであり、

いずれも本邦のドクターヘリで使用している機体よりキャビンが広い。現状使用されている
救急患者搬送用回転翼機への収容に支障があれば、PIUやストレッチャーを改造するか、
より広い機体を使用する必要がある。なお、本邦でドクターヘリに汎用されているEC-135への
PIUの収容は困難である。

　　 3） 本邦ドクターヘリのストレッチャーは、機体や使い方に合わせて、既にそれぞれ改造されている。
このため、使用するPIUとストレッチャーが確実に固定できるか否かを、使用する機体で事前に
検証しなければならない。固定不良であれば、修理改造のため国土交通省の確認を要する。
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　　 4） 現時点（2022年 1月）で、本邦ドクターヘリへ搬入できることが確認できているのは、
BK117C2に可搬型陰圧クリーンドームを用いる場合だけである。この場合も、機内での処置には
限界があり、重症患者の搬送には適さない。

　　 5） 以上から、PIUを使用する場合には、できるだけ大きな機体を用い、事前に搭載の可否を検証
することが望ましい。

　 3．  PIU使用時の留意点 
　　 1） ＰIU使用時は、実際の機体とPIUを用い、運航会社とともに以下を確認する。
　　　①PIUとストレッチャーが確実に固定できるか（バックボードを介してもよいか）。 
　　　② PIUとストレッチャーを機内に収容のうえ、患者の処置を行い、人工呼吸器やECMOが搭載

できるだけのキャビンの広さがあるか。 
　　　③ 搭載するPIUの構造が、処置を行い、酸素や人工呼吸器の管類を挿入できるようになって

いるか（ポートの場所、数、操作性等）。 
　　 2）機体に修理改造を行う必要がある場合は、国土交通省の確認を得ること。 

Ⅻ．その他
　1．  現在、各地域ドクターヘリの運航体制は道府県によって若干異なっているが、多くは運航会社と

道府県または運航会社と医療機関の業務委託契約に基づいている。 
　 2．  民間事業者によって運航されるドクターヘリにおいては、万全の感染防護策と不測の事態への

準備など、従業員の安全安心が確保される環境整備が必要不可欠である。また運航会社に
よっては、感染症類別によって運航の可否を規程類に定めている場合もある。 

　 3．  このため、COVID-19疑い・確定例の搬送を考慮する場合には、運航会社の規程や雇用契約の
問題などを事前に確認しておく必要がある。 

 以 上

表1：COVID-19に対するドクターヘリの運用一覧

COVID-19が疑われない COVID-19疑い例・確定例
通常運行(重症例) 長距離･多人数･洋上

現場出場

診療まで ◯ ◯
医療クルー派遣のみ

◯
医療クルー派遣のみ

患者搬送 ◯ × ×
施設間搬送

◯
△

要事前調整
専用チーム

△
要事前調整
専用チーム

〇：各基地病院で定める感染防護策に従って実施可能とする。 
△： 事前調整の上、場合によって実施可能とする。専用の機体・チームでの運航が原則。運航会社の規程や雇用
契約の問題などを事前に確認する必要がある。 

×：ドクターヘリ搬送は実施せず、代替搬送手段を確保する。
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表 3：PIUの例

IsoArk N36-6
（フィルター装着） EpiShuttle 可搬型陰圧

クリーンドーム（*）

使い捨てBOX
ハッピーバードタイプ
（ディスポ）（**）

製造国 イスラエル ノルウェイ 日本 日本
幅（mm） 520 655 450 450
長さ（mm） 1980（2110） 2306 300 300

高さ（mm） 600 810
（ストレッチャー含む） 450 435

重量（Kg） 13（30） 58 2
*④ COVID-19患者搬送に関する研究 4）実機による検証　図21～26参照
**④ COVID-19患者搬送に関する研究 4）実機による検証　図27～33参照

参考文献 
1 .  Osborn L et al. Integration of aeromedicine in the response to the COVID-19 pandemic; JACEP Open 
2020;1:557‒562 

2 .  Bredmose PP et al. Decision support tool and suggestions for the development of guidelines for the 
helicopter transport of patients with COVID-19; Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine （2020） 28:43 

3 .  Albrt R et al. Transport of COVID-19 and other highly contagious patients by helicopter and fixed-wing 
air ambulance: a narrative review and experience of the Swiss air rescue Rega; Scandinavian Journal 
of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine （2020） 28:40 

4 .  Cook TM et al. Consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19: Guidelines 
from the Difficult Airway Society, the Association of Anaesthetists, the Intensive Care Society, the 
Faculty of Intensive Care Medicine and the Royal College of Anaesthetists. Anaesthesia. （2020） 75
（6）:785-799.

表 2：COVID-19確定者ドクターヘリ搬送時の感染防止における注意点
1 ） 航空機内でのネブライザー療法、高流量鼻カニューレ、非侵襲的陽圧換気（NIPPV）は回避する。 
2 ） 高流量鼻カニューレまたはNIPPVを必要とする患者には、転送元施設で早期気管挿管を行って
おく。 

3 ） 気管挿管中は適切な前酸素化と無呼吸酸素化（apneic oxygenation）を行う。 
4 ） 気管挿管は神経筋遮断薬を用いて迅速に行う。 
5 ） 可能であれば、手動バッグ・バルブマスク換気と吸引を回避する。 
6 ） 気管挿管にはビデオ喉頭鏡等を用い、1回目での成功を目指す。 
7 ） ストレッチャーへの患者移動時に、人工呼吸器の接続が外れないよう注意する。人工呼吸器を
一時停止し、終末呼気で気管チューブを一時クランプしてもよい。 

8 ） 可能であれば、人工呼吸器の吸入口と呼気弁の両方にウイルスフィルターを装着する。あるいは、
人工呼吸器のチューブと気管チューブの間にウイルスフィルターを装着してもよい。
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新型コロナウイルス感染症に対するドクターヘリの感染対策
日本航空医療学会理事会見解 2023.04.07

 日本航空医療学会理事会

Ⅰ．はじめに 
　・ 2023年 3月8日、政府は令和5年 5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症を5類感染症へ
移行することを公表した。今後は、国内外の感染状況等を考慮しつつ、段階的に5類感染症
としての扱いに変更することが、政府の方針である。

　・  従って、ドクターヘリの運用におけるCOVID-19の感染対策も、国、都道府県および院内の感染
対策に基づき、運航会社とも十分調整のうえ、政府の方針に準拠した体制へ段階的に移行する
必要がある。

　・  本文書は、2023年 5月以降のドクターヘリ運用時の感染対策に関する一般社団法人日本航空
医療学会理事会の見解である。各地域におけるCOVID-19の感染状況およびウイルスの状態は、
未だ不安定であるため、本見解を参考として、各地域の状況に応じた運用を考慮していただきたく
考えている。

　・  なお現時点では、今後も「新型コロナウイルス感染症」の名称が使用されるか否か不明であるため、
本文書では「COVID-19」と表記する。

Ⅱ．本見解の骨子
　（1） COVID-19の有病率が一定以上の地域では、搬送患者やクルーの中に病原体保有者が存在する

可能性を考慮し、全事例で一定の感染対策を行う。
　（2） ドクターヘリの活動に従事中は、クルー全員が常時サージカルマスクを装着し、必要に応じて 

N95マスクや目の防護（ゴーグルやフェイスシールド）、接触感染防護策を追加する。
　（3） 感染者を搬送した場合も、運航休止は行わない。患者搬送後には、毎回十分な機内の換気を

行うとともに、所定の消毒剤を用いて機内を清掃し、次の出動に備える。
　（4） COVID-19疑い例を特別扱いはせず、十分な感染対策を行ったうえで診療、搬送とも通常通りに

実施する。
　（5） 感染確定者の医療機関間搬送は、事前に関連諸機関、運航会社と協議の上、必要に応じて実施

する。

Ⅲ．医療従事者における COVID-19 感染対策の一般的な考え方
　1 . 現在の状況
　　（1） 現時点で世界的に流行しているオミクロン株は、感染力は強いものの毒性は比較的弱く、

致死率はデルタ株より低いが、高齢者・基礎疾患を有する感染者は死亡する可能性がある。
　　（2） 感染者の半数は無症状病原体保有者から感染している。今後、5類への移行に伴って、

感染者の全数把握や疑い例、無症状病原体保有者の届け出が行われなくなることから、
現場出動時における病原体保有者の事前識別や事後確認は困難になると考えられる。

（別紙 5）
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　　（3） ドクターヘリに用いられるヘリコプターの機内は一般に狭く、換気も十分ではなく、
COVID-19の機内感染リスクがあるため、常時十分な感染対策を行うことが求められる。

　 2 . 感染対策
　　（1） COVID-19の有病率が一定以上の地域では、搬送患者やクルーの中に病原体保有者が存在

する可能性があるため、全事例に対し、以下の感染対策を行う。
　　（2） 搬送前の処置
　　　①ヘリ機内におけるエアロゾル発生手技（以下AGP）の実施は、極力避けること。
　　　② このため、機内で人工呼吸や気管挿管等を行う可能性のある症例は、搭乗前に気管挿管を

行っておくことが望ましい。
　　（3） PPE
　　　① ドクターヘリの活動に従事中は、クルー全員が常時サージカルマスクを装着（ユニバーサル・

マスキング）し、患者の状態や手技によりN95マスクや目の防護（ゴーグルやフェイス
シールド）、必要に応じた接触感染防護策を追加する。

　　　② 可能な場合は、患者にもサージカルマスクを装着する。
　　　③ 機内でAGPを行う場合、医療クルーはN95マスク・ゴーグルを装着し、AGPの実施者は

長袖ガウンと手袋も装着する。この場合には運航クルーも可能な限りN95マスクの装着が
望ましい。

　　　④ 処置や搬送のため患者の飛沫・体液に接触する可能性がある場合は、サージカルマスクと
ゴーグルに加えて手袋とガウン（またはエプロン）を装着する。

　　　⑤必要なPPEは、運航クルーの分も含め、基地病院が責任をもって充分量を供給する。
　　（4） COVID-19感染疑い例への対応
　  　　 疑い例を特別扱いはせず、十分な感染対策を行った上、診療、搬送とも通常通りに実施する。
　　（5） COVID-19感染確定例への対応
　  　　 充分な感染対策を行った上、診療および搬送を実施する。感染確定者の医療機関間搬送に

ついては、下記3項を参照のこと。
　　（6） 清掃
　  　　 常に病原体保有者を搬送した可能性があるため、患者搬送後には十分な機内の換気を

行うとともに、所定の消毒剤を用いて高頻度接触面を中心に機内を清掃し、次の搬送に備える。
感染者を搬送しても、運航休止は行わない。

　　（7） 出動後の別事案への対応
　  　　 別事案に応需する際は、使用したPPEを交換し、所定の消毒剤を用いて機内の汚染部位・

高頻度接触部位を清掃した上で対応する。出動先から別事案に応需する場合に備え、
非アルコール性消毒剤の携行が望ましい。消毒剤は、各基地病院の院内感染対策の規定に
準拠し、使用に際して予め運航会社と協議を行う。

　 3 . 感染確定者の医療機関間搬送
　　（1） 感染確定者を医療機関間搬送（離島搬送含む）する場合には、事前に以下を行っておく。
　　　① 地域における他の航空搬送手段を持つ機関（消防、警察、自衛隊、海上保安庁など）と

協議の上、搬送距離、同時搬送人数などを勘案して、最も合理的な役割分担を定めておく。
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　　　② 実搬送を行う前に、搬送の具体的手順を整理のうえ、運航クルー、医療クルーは実機を用いて
搬出入、機内処置等のシミュレーション訓練を実施する。

　 4 . 院内感染部署との調整
　　（1） ドクターヘリの感染対策は、各地域基地病院の管理下で行う。
　　（2） 院内担当部署とも十分に情報を共有の上、院内感染対策の規定に準拠して実施する。

　 5 . 基地病院と運航会社との調整
　　（1） 各基地病院は、感染対策を変更する場合、予め運航会社と十分に協議を行う。
　　（2） 各基地病院は、運航クルーに対して、感染管理に関する教育を実施する。

　 6 . 地域の有病率が一定以下に低下した場合
　　（1） 国および担当地域におけるCOVID-19の有病率（感染者数）が低下し、感染のリスクが

少ないと判断される場合には、各地域の判断によって、上記の感染対策をさらに緩和する
ことが可能である。

　　（2） 感染対策を緩和する場合、各基地病院は、都道府県ドクターヘリ担当部署、院内感染対策部署、
運航会社、その他関連諸機関と協議を行い、同意を得るものとする。

　　（3） 感染対策を緩和する場合にも、ドクターヘリで活動する際の標準防護策は必須である。

 以 上
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資 料 編

資料1：用語の解説等
※道央ドクターヘリ運航実績報告書への補足

要請件数 運航要領に定める要請機関より基地病院がドクターヘリの出動
要請を受けた件数。

出動件数 要請機関からの出動要請に応じた件数。

未出動件数
要請機関からの出動要請に対し、天候及び出動事案等が重なるな
ど、ドクターヘリ運航側の事由により出動要請に応じられなかっ
た件数。

キャンセル
要請機関からの出動要請に応じるも、救急隊現場到着時による傷
病者状況及び搬送元医療機関の医師等の判断、出動後の天候悪
化などにより出動が取消しとなったもの。

重症度分類 「救急搬送における重症度・緊急度判定基準作成委員会報告書」
（平成16 年 3月財団法人救急振興財団）の基準による。

不搬送 救急現場及び搬送元医療機関等において、医学的判断から搬送
すべきではないと判断され、ドクターヘリ搬送をしなかったもの。

ドクターカー方式 消防機関等の救急車にドクターヘリ搭乗医師が同乗し搬送先医
療機関へ搬送を行ったもの。

救急車搬送 ドクターヘリ搭乗医師により、救急隊による搬送で対応可能と判
断され、搬送先医療機関へ救急隊によって搬送を行ったもの。

推定陸上搬送時間
要請消防機関が当該傷病者を対象疾患の最終治療が可能な現場
直近の医療機関へ陸上搬送した場合の推定平均搬送時間（初期
医療機関を経由した場合はその滞在時間を含む）。

覚知時間 消防機関が119番通報を受領した時刻。

ランデブーポイント ドクターヘリが出動救急隊等と合流する場所。

場外離着陸場 国土交通大臣の許可を受けた空港とその他の飛行場（空港等）以
外の航空機の離着陸場。
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資料 2：道央ドクターヘリ運航範囲図
　　　   （道央圏または基地病院から概ね半径100km圏内の消防機関）

　※マーキング部分が道央ドクターヘリ運航圏域
　※円は基地病院から100km圏内
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資料 3：ドクターヘリ出動データ統計記録用紙（医療機関用）
（第6版、2020年度～使用）
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資料 4：「出動区分の定義」（運航要領から抜粋）

ドクターヘリは交通事故等の救急現場へ出動し、救急現場から治療を開始するとともに、
救急搬送時間の短縮を図ることを主目的とし、これを「救急現場出動」という。また、出動
要請後、ドクターヘリ到着まで一時的に直近の医療機関（以下、「現場医療機関」という。）に
搬送された傷病者を他の医療機関へ搬送するための出動を「緊急外来搬送」という。
ただし、救急現場出動及び緊急外来搬送を妨げない場合は、医療機関に搬入され初期治療が
行われている傷病者を他の医療機関へ搬送するための出動及び既に入院している傷病者を
他の医療機関に転院させるための出動を行うことができるものとし、これを「施設間搬送」と
いう。
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資料 5：ドクターヘリ出動データ統計記録用紙（消防機関用）
（第5版、2015年度～使用）
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資料 6：札幌市の月別日出没時刻
 　 国立天文台ホームページ「こよみの計算」プログラムを使用し、場所を札幌市として、 

各月15日現在の日出、日没時刻を掲載する。

日出時刻 日没時刻
2023年 4 月 4 時54分 18時16分

5 月 4 時12分 18時51分
6 月 3 時55分 19時16分
7 月 4 時08分 19時13分
8 月 4 時39分 18時38分
9 月 5 時13分 17時46分
10月 5 時47分 16時53分
11月 6 時26分 16時12分
12月 6 時58分 16時00分

2024年 1 月 7 時04分 16時24分
2 月 6 時34分 17時05分
3 月 5 時47分 17時41分

　※日没時刻については2023年 3月 8日～2023年 9月23日までの間、17時30分を超えていた。
　※日出時刻が一番遅いのは2023年12月30日～2024年 1月 9日の 7時06分であった。
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資料7：2022年度、2023年度の天候による出動（飛行）可否の状況

2023年度　道央圏地域別飛行可否

2022年度　道央圏地域別飛行可否

―　 ―66



資料 8：ドクターヘリ運航体制等

1．運航時間・日数
　 　運航時間は、資料 9（ドクターヘリ運航要領）に定めるとおり、日没時間に合わせた9区分で
運航している。待機日数は365日である。

2．運航スタッフ
　⑴　搭乗スタッフ
　　　パイロット1名、整備士1名、医師1名、看護師1名の4名で出動する。
　　　※ 搭乗医師については、基地病院医師の他、北海道大学病院救命救急センターと札幌医科

大学救命救急センターの医師も搭乗している。
　⑵　搬送患者
　　　原則1名で、患者家族も1名搭乗可能である。
　⑶　基地病院通信センター
　　 　運航管理担当者が1名おり、消防機関からの要請ホットラインを受け、情報収集、離発着場の
調整、ドクターヘリへの情報提供を行っている。

3．使用機体
　　　道央ドクターヘリでは、EC135を運用。

　　　EC135
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4．施設・設備
　⑴　融雪装置付きヘリポート（基地病院敷地内の立体駐車場屋上に設置）
　⑵　ドクターヘリ用格納庫
　⑶　昇降式スライディングヘリパッド設置
　⑷　燃料給油装置
　⑸　患者搬送用エレベーター
　⑹　操縦士、整備士待機室

5．主な搭載医療機器・薬剤
　⑴　医療資器材
　　 　人工呼吸器、除細動器、生体監視モニター、吸引装置、携帯用超音波エコー、シリンジポンプ、
小外科セット、酸素、バッグボード、ストレッチャー、頸椎カラー、酸素マスク、バッグバルブマスク、
足踏み吸引器など救命処置に必要な多くの医療資器材。

　⑵　搭載薬剤
　　 　昇圧剤、鎮痛剤、抗コリン剤、鎮静剤、制吐剤、降圧剤、筋弛緩剤、冠血管拡張剤、ブドウ糖、
脳圧降下剤、ステロイド、抗不整脈薬等

6．ドクターヘリ導入促進事業補助金及び年間事業費（概算）
　⑴　ドクターヘリ導入促進事業補助金：304,077,000円
　⑵　年間事業費：338,440,012円（概算） 
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資料 9：ドクターヘリ運航要領（2019年度一部改正版〔現行版〕）

ドクターヘリ運航要領

〔事業実施主体・基地病院〕

医療法人　渓　仁　会
手稲渓仁会病院

厚生労働省救急医療対策事業　ドクターヘリ導入促進事業
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1　目　的
　 　この要領は、厚生労働省が定めた「救急医療対策事業実施要綱」に規定する「ドクターヘリ導入
促進事業」の実施主体である手稲渓仁会病院が、事業を円滑で効果的に推進するために必要な
事項を定める。

2 　定　義
　⑴　ドクターヘリ
　　 　ドクターヘリとは、救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターであって、救急医療の
専門医及び看護師が同乗し救急現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、
患者に救命医療を行うことができる病院常駐型専用ヘリコプターをいう。

　⑵　基地病院
　　 　基地病院とは、救命救急センターであり、ドクターヘリの常駐施設を有し、ドクターヘリの
出動基地となる病院である手稲渓仁会病院（所在地：札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号、
開設者：医療法人渓仁会）をいう。

　⑶　出動区分
　　 　ドクターヘリは交通事故等の救急現場へ出動し、救急現場から治療を開始するとともに、
救急搬送時間の短縮を図ることを主目的とし、これを救急現場出動という。

　　 　また、出動要請後、ドクターヘリ到着まで一時的に直近の医療機関（以下、「現場医療機関」と
いう。）に搬送された傷病者を他の医療機関へ搬送するための出動を緊急外来搬送という。

　　 　ただし、救急現場出動及び緊急外来搬送を妨げない場合は、医療機関に搬入され初期治療が
行われている傷病者を他の医療機関へ搬送するための出動及び既に入院している傷病者を
他の医療機関に転院させるための出動を行うことができるものとし、これを施設間搬送という。

3 　医療機関及び行政機関等との協力関係の確保
　 　事業実施主体は、傷病者の救命を最優先し、医療機関及び消防機関を含む行政機関等の協力を
得て、ドクターヘリの安全で円滑な運航に努めるものとする。
　 　なお、ドクターヘリの効果的な運航を図るため、他のヘリコプター運航機関との連携に努める
ものとする。

4 　救急現場出動及び緊急外来搬送
　⑴　出動要請
　　①　要請者
　　　 　救急現場等への出動要請は、ドクターヘリによる救命率の向上や後遺症の軽減の効果が

適切に発揮されるよう、基地病院から救急現場までの効果的な距離を考慮し、道央圏及び
基地病院から概ね100㎞圏内に所在する消防機関（別表）が要請することとする。ただし、他の
消防機関からの要請であっても基地病院が運航可能と判断した場合は、この限りではない。

　　　 　なお、海難事故の場合は海上保安庁も要請することができるものとし、その場合、海上保安庁は
速やかに事故発生現場を管轄する消防機関等にその旨連絡する。

　　②　要請判定基準
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　　　 　119番通報受報した消防機関又は現場に出動した救急隊が救急現場で「別紙1」又は、
「別紙2」を基準とし、ドクターヘリ要請時のキーワード「別紙3」を参考として、医師による
早期治療を要する症例と判断した場合

　　③　要請の連絡方法
　　　 　基地病院のドクターヘリ通信センター（以下、「通信センター」という。）に設置されている

「ドクターヘリ要請ホットライン」傷病者情報、ドクターヘリ離着陸場所、安全確保等必要な
情報を通報するものとする。

　　④　要請の取消し
　　　 　現場に出動した救急隊が救急現場へ到着後、傷病者の状況が判明し、救急現場への医師

派遣を必要としないと判断された場合、又は、現場医療機関の医師の判断により、ドクターヘリを
必要としないと判断された場合には、消防機関は要請を取り消すことができるものとする。

　⑵　出　動
　　①　出動指令
　　　 　要請を受けた通信センターは、直ちに運航スタッフ（操縦士、整備士及び医療スタッフ）に

出動指示を出すものとする。
　　　 　ただし、要請を受けた時点でドクターヘリが他事案への出動中及び出動不能の場合には、

直ちにその旨を要請消防機関に伝えるものとする。
　　②　離　陸
　　　 　通信センターは、操縦士に対し目的地の気象状況等を伝えるとともに、医療スタッフに対し

傷病者情報等を伝える。
　　　 　運航スタッフは救急現場出動に必要な情報を把握し、要請から概ね5分以内に基地病院を

離陸するものとする。
　　③　傷病者状況確認と離着陸場の選定、気象状況の確認
　　　 　通信センターは、要請消防機関より傷病者情報を収集し、医療スタッフに伝達するとともに、

要請消防機関と協議の上、離着陸場の選定、風向や風速、天候などの最新の気象状況の確認を
行い、操縦士及び整備士に伝達する。

　　　 　また、ドクターヘリの運航上必要とされる場合は、ドクターヘリの飛行経路下にある消防
機関に消防無線通信の中継依頼や飛行経路下の気象状況等を確認する。

　　④　安全確保の責任
　　　 　ドクターヘリの運航上の安全については、事業実施主体により委託されている運航会社が

責任を負うものとする。また、離着陸場の安全確保については、要請消防機関や離着陸場の
管理者等の協力を得るものとする。

　　　 　なお、離着陸場の選定は、航空法及び運航会社の定める運航規程によるものとし、関係
機関と協議の上、決定するものとする。

　⑶　傷病者搬送及び搬送先医療機関
　　①　搬送先医療機関の選定
　　　 　ドクターヘリ出動医師又は現場医療機関の医師の医学的判断を基に、傷病者又は家族の

希望を考慮の上、選定することとする。
　　②　搬送先医療機関への傷病者搬送通報及び傷病者搬入手段の確立
　　　 　通信センターは要請消防機関及びドクターヘリ出動医師等と連携して、搬送先医療機関へ
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傷病者の搬送通報を行うものとし、その搬送手段及び離着陸場の安全確保は、関係機関と
協議の上、確立するものとする。

　　　 　また、通信センターは、搬送先医療機関へ傷病者情報等の必要事項及びドクターヘリ到着
時刻等について連絡を行うものとする。

　　③　家族及び付添者の同乗
　　　 　家族及び付添者の同乗については、原則1名とするが、ドクターヘリ出動医師の判断により

状況によっては搭乗させないことができる。
　　　 　ただし、家族及び付添者の同乗ができない場合には、傷病者に必要とされる治療行為に

ついて、家族及び付添者の承諾を得られるよう努力しなければならない。
　⑷　操縦士権限
　　 　救急現場出動及び搬送先医療機関収容のいずれの場合でも、離着陸場の安全が確認できる
場合には、操縦士の判断で離着陸できるものとする。また、救急現場及び搬送先医療機関への
飛行中において気象条件又は機体条件等から操縦士の判断により飛行中止及び目的地の変更が
できるものとする。

　⑸　搭乗医療スタッフ
　　 　救急現場出動に搭乗する医療スタッフは、医師1名及び看護師又は医師のいずれか1名の
計2名とする。

　　 　ただし、災害状況及び臨床研修等により、搭乗できるスタッフを1名増員することができる
ものとする。

5 　施設間搬送
　 　施設間搬送については、搬送元医療機関が基地病院及び搬送先医療機関と事前に調整を図る
ことを原則とする。
　⑴　出動要請
　　①　要請者
　　　ア 　搬送元又は搬送先医療機関に国土交通大臣の許可を得た飛行場外離着陸場を併設して

いない場合は、搬送元医療機関を管轄する消防機関が行うこととする。
　　　イ 　搬送元及び搬送先医療機関の双方に国土交通大臣の許可を得た飛行場外離着陸場を

併設している場合は、医療機関が行うこととする。
　　②　要請判定基準
　　　 　医師が医学的な判断から高次医療機関又は専門医療機関へ医学的な管理を継続しながら、

迅速に搬送する必要があると認めた場合
　⑵　出　動
　　　4－⑵に準ずるものとする。
　⑶　傷病者搬送及び搬送先医療機関
　　①　搬送先医療機関の選定
　　　 　要請する医療機関の医師が、医学的判断を基にドクターヘリ出動医師と協議し、傷病者又は

家族の希望を考慮の上、選定することとする。
　　②　搬送先医療機関に対する傷病者搬送通報
　　　　4－⑶－②に準ずる。
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　　③　家族及び付添者の同乗
　　　　4－⑶－③に準ずる。
　⑷　操縦士権限
　　　4－⑷に準ずる。
　⑸　搭乗医療スタッフ
　　　4－⑸に準ずる。

6  　消防機関等の依頼又は通報に基づかない運航（航空法施行規則第176条の改正（平成25年11月
29日施行）に伴う規定）
　⑴　自ら入手した情報等による出動
　　 　消防機関等の依頼又は通報に基づかないドクターヘリの出動は、厚生労働省、地方公共団体、
高速道路会社等からの情報又は自ら入手した情報によって、基地病院の長がドクターへリの
出動を必要と判断したときに限って行うものとする。

　⑵　依頼又は通報の主体との連携
　　 　上記⑴の規定による出動する場合には、基地病院及び運航会社は、依頼又は通報の主体と
連携を図りながら活動するものとする。

　　 　また、運航に際して、基地病院と依頼又は通報の主体は継続的に連絡が取れる体制を保持
しなければならない。

　⑶　離着陸場所が満たすべき要件及び離着陸条件
　　 　離着陸場所の要件は、航空関係法令等に定める基準に適合するものでなければならないものとし、
基地病院は、発災地域を管轄する消防機関との調整を図り、当該消防機関等の判断を仰ぐとともに、
同消防機関等からドクターヘリの要請依頼又は通報を受け、航空法施行規則第176条の規定に
よるものでなければならない。

　⑷　離着陸場所で実施する安全確保のための確認等
　　 　本要領で定める消防機関等の依頼又は通報に基づかない運航については、基地病院を離陸し
救急現場までの出動を許可するものであり、離着陸場所で実施する安全確保のための確認等に
ついては、航空法等関係法令の定めにより、消防機関又は海上保安庁、操縦士が行うものとする。

7　出動時間等
　 　ドクターヘリ出動時間は、原則として以下の区分のとおりとする。ただし、運航終了時間を日没と
することから出動時間を基地病院の判断により夫々の区分に定める運航終了時間前とすることが
できる。
　　①　 4月 1日から 4月15日までの期間は、午前 8時30分から午後 5時30分までとする。
　　②　 4月16日から 8月25日までの期間は、午前 8時30分から午後 6時00分までとする。
　　③　 8月26日から 9月10日までの期間は、午前 8時30分から午後 5時30分までとする。
　　④　 9月11日から 9月30日までの期間は、午前 8時30分から午後 5時00分までとする。
　　⑤　10月 1日から10月15日までの期間は、午前 8時30分から午後 4時30分までとする。
　　⑥　10月16日から 1月31日までの期間は、午前 8時30分から午後 4時00分までとする。
　　⑦　 2月 1日から 2月28日までの期間は、午前 8時30分から午後 4時30分までとする。
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　　⑧　 3月 1日から 3月20日までの期間は、午前 8時30分から午後 5時00分までとする。
　　⑨　 3月21日から 3月31日までの期間は、午前 8時30分から午後 5時30分までとする。

8　気象条件等
　　気象条件等による飛行判断は、ドクターヘリ操縦士が行う。
　　なお、出動途中で天候不良となった場合には、4－⑷によるものとする。

9　ヘリコプター
　 　ドクターヘリに供するヘリコプターの運航委託は、「ドクターヘリ運航委託契約に係る運航
会社の選定指針について」（平成13年 9月6日付け指第44号、厚生労働省発出）によるものとし、
併せて㈳全日本航空事業連合会ヘリコプター部会ドクターヘリ分科会による「運航会社及び飛行
従事者の経験資格等の詳細ガイドライン」を基本とする。

10　常備搭載医療機器
　 　基地病院は、ドクターヘリに、救急蘇生に必要な薬品及び資機材を収納したドクターズバック、
医療用ガスアウトレット、吸引器、心電図モニター、動脈血酸素飽和度モニター、人工呼吸器、
除細動器、自動血圧計等をドクターヘリ運航時、機体に搭載するものとする。ただし必要時には
機外に持ち出せるようになっていなければならない。

11　機内の衛生管理
　 　ドクターヘリ機内の衛生管理については、基地病院が定める衛生管理マニュアルに基づき、
基地病院が操縦士及び整備士の協力を得て行うものとする。

12　ドクターヘリ運航にかかる安全管理
　 　消防機関等の依頼又は通報に基づかない運航を行った場合、基地病院は運航調整委員会に
その旨を報告し、安全性等について検証を受けなければならない。

13　基地病院の体制づくり
　 　基地病院は、ドクターヘリを安全で円滑に運航するため、必要に応じて情報伝達訓練、離着陸場の
確認や運航に必要な資料の収集の他、出動事例の事後評価に努めるものとする。この場合、関係
機関等との間で個人情報の保護に十分努めるものとする。
　　また、傷病者の受入に必要な空床ベッドを確保するものとする。

14　ドクターヘリ事業に係る費用負担及び診療報酬等の取扱い
　 　ドクターヘリ事業に係る費用負担及び診療報酬等の取扱いについては、当面の間、次のとおりと
する。ただし、健康保険法の改正等により変更する場合がある。
　⑴　ドクターヘリ事業運営費
　　　ドクターヘリ事業運営費は、厚生労働省の定めるところによる。
　⑵　傷病者負担
　　　ドクターヘリの出動及び搬送に係る傷病者負担は、無料とする。
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　　 　ただし、救急現場での治療に伴う費用は、医療保険制度に基づき傷病者本人又は家族の負担と
する。

15　ドクターヘリ運航調整委員会の設置
　 　事業実施主体は、ドクターヘリを円滑に運航するため、消防機関、医療機関、行政機関等の理解
協力を得て、ドクターヘリ運航調整委員会を設置する。
　 　ドクターヘリ運航調整委員会の運営については、「ドクターヘリ運航調整委員会運営要領」に
定めるものとする。

16　ドクターヘリ運航時に生じた問題の対処
　 　ドクターヘリの運航時に生じた問題に対する対処は、基地病院が対応するものとする。この
場合において基地病院は、問題の解決に向け迅速に対応しなければならない。

17　ドクターヘリ運航時に発生した事故等への補償
　 　ドクターヘリの運航時に発生した事故等については、被害を被った第三者等に対して、基地病院
及びヘリコプター運航会社は協力してその補償を行うものとする。また、事故等に備えて、十分な
補償ができるよう基地病院及びヘリコプター運航会社は傷害保険等に加入しなければならない。

18　ドクターヘリ出動医師の責任
　 　ドクターヘリ出動医師は、出動した救急隊及び搬送元医療機関の医師から傷病者の引き継ぎを
受け、搬送先医療機関の医師へ引き継ぐまでの間の医学的な責任を負うものとする。

19　災害時派遣
　⑴　災害派遣への検討
　　 　基地病院の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ドクターへリを被災地域において
運航することを検討するものとする。

　　①　北海道知事からドクターへリの派遣要請を受けたとき。
　　②　厚生労働省DMAT事務局からドクターヘリの派遣要請を受けたとき。
　　③　基地病院の長が被災地域における運航が必要と判断したとき。
　⑵　災害派遣の決定
　　 　上記⑴規定による派遣要請を受けた基地病院の長は、ドクターヘリの運航状況等を勘案し、
上記⑴の①～③の区分毎に、要請への対応の可否を知事等との協議によりドクターへリの運航を
決定するものとする。

　⑶　運航スタッフの派遣協議
　　 　運航の決定を行った基地病院の長は、知事等との協議により被災地域におけるドクターヘリの
運航及びその支援のため、運航会社の操縦士、整備士及び運航管理者等（以下「運航会社の
従業員」とする。）を、委託運航会社と協議し、被災地域に派遣することができる。

　⑷　ＤＭＡＴ事務局への報告
　　 　基地病院の長は、ドクターへリの運航を決定した場合には、速やかに厚生労働省DMAT
事務局に報告するものとする。
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　⑸　災害時の指揮及びＤＭＡＴ等との関係
　　 　ドクターヘリが上記⑵に基づき出動した場合は、被災した都道府県の災害対策本部等の指揮下に
おいて、次の各項の定めに基づき関係機関と連携を図りながら活動するものとする。

　　① 　ドクターへリは、上記の規定に関わらず、知事等の指示があった場合には、被災した都道府県の
災害対策本部等との調整を図った上で、当該指示に従うものとする。

　　② 　①の場合において、被災地におけるDMATの活動領域が複数の都道府県にわたるときは、
ドクターへリは、DMATと一体となって活動領域を拡大するものとする。この場合、ドクター
へリの搭乗者は、関係都道府県の災害対策本部、基地病院の長、厚生労働省DMAT事務局等に
その旨を報告するものとする。

　　③ 　被災した都道府県の災害対策本部等は、第一項の規定による指揮を行うに当たり、運航上の
安全確保に関し、運航会社の判断を妨げてはならない。

　⑹　災害時の任務
　　　ドクターへリの災害時の任務は、通常時の任務のほか、次のとおりとする。
　　①　医師、看護師等の医療従事者及び業務調整員の移動。
　　②　患者の後方病院への搬送。
　　③ 　その他被災した都道府県の災害対策本部等が必要と認める任務であって、ドクターへリが

実施可能なもの。
　⑺　災害時における離着陸場所の安全確保
　　 　災害時にドクターヘリが航空法第38条に基づき設置された空港等以外の場所に離着陸する
場合については、次の事項について現地災害対策本部及び管轄する消防機関等と調整し、安全を
確保するものとする。

　　①　離着陸の間、関係者以外の人及び車両が離着陸場に接近できない状況であること。
　　② 　ダウンウォッシュ及びこれによる飛散物等が、地上の人及び物件に危害を及ぼさない状況で

あること。
　　③　安定した接地面が確保されていること。
　　④ 　その他、離着陸のための安全を妨げる事実等がないこと。 

ただし、①から④の事項について、消防機関等との調整ができなかった場合には、機長が次の
要件を確認し、安全運航上支障がないと判断した場合には、離着陸を行うことができるものと
する。

　　⑤　前①から④の事項を満たしていること。
　　⑥ 　離着陸の過程のいずれかの地点においても、ホバリング停止が可能な機体重量及び気象

状況であること。
　　⑦　ローター胴体と障害物件との間隔が目視で確保できていること。
　⑻　搭乗する医師及び看護師
　　 　基地病院の長は、災害時の運航として出動する場合には、平時からドクターへリに搭乗して
いる医師又は看護師であって、DMAT隊員資格を有する者を搭乗させるよう配慮するものとする。

　⑼　費用等
　　 　基地病院は、上記⑵及び⑶の規定による検討又は協議の結果に基づく派遣に係る費用等に
ついては、知事並びにドクターヘリ運航会社との協議に基づき、ドクターヘリ運航会社に対し
必要と認められる額を支弁するものとする。
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　　 　なお、災害救助法の適用となる災害において、当該派遣がＤＭＡＴと一体となった活動である
場合は、知事が基地病院に対し必要と認められる額を支弁するものとする。

20　北海道との協議
　 　事業実施主体は、本事業を円滑に推進するため、北海道の指導・助言に従い、必要な措置を講じる
ものとする。
　　また、本事業を通じて北海道の航空医療体制の充実に向け、協力するものとする。

21　附　則
　　この要領は、平成17年 4月1日から適用する。
　　　一部改正　平成17年 6月7日
　　　一部改正　平成18年 4月1日（出動区分定義の変更及び市町村合併による別表一部改正）
　　　一部改正　平成19年 8月1日（出動時間変更による一部改正）
　　　一部改正　平成25年 6月21日（出動時間変更、災害派遣の追加による一部改正）
　　　一部改正　平成26年 7月17日（航空法施行規則第176条の改正等に伴う一部改正）
　　　一部改正　平成29年 5月18日（運航安全の確保に関する一部改正）
　　　一部改正　令和元年7月26日（災害時における離着陸場所の安全確保）
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別紙1　救急ヘリコプターの出動基準ガイドライン 
（平成12年 2月7日付け総務省消防庁救急救助課長発出・消防救第21号より）

第一　消防・防災ヘリコプター保有機関の出動基準 
　　 　次の1．～3．のいずれかに該当する場合には、消防・防災ヘリコプターの保有機関は、その
保有する消防・防災ヘリコプターを出動させ、救急業務にあたらせることとする。 

1. 　事故等の目撃者等から⑴のいずれかの症例等の119番通報があり、受信した指令課（室）員が、
⑵に掲げる地理的条件に該当すると判断した場合 

　⑴　症例等 
　　①　自動車事故 
　　　イ　自動車からの放出 
　　　ロ　同乗者の死亡 
　　　ハ　自動車の横転 
　　　ニ　車が概ね50cm以上つぶれた事故 
　　　ホ　客室が概ね30cm以上つぶれた事故 
　　　ヘ　歩行者もしくは自転車が、自動車にはねとばされ、又はひき倒された事故 
　　②　オートバイ事故 
　　　イ　時速35km程度以上で衝突した事故 
　　　ロ　ライダーがオートバイから放り出された事故 
　　③　転落事故 
　　　イ　 3階以上の高さからの転落 
　　　ロ　山間部での滑落 
　　④　窒息事故 
　　　イ　溺水 
　　　ロ　生き埋め 
　　⑤　列車衝突事故 
　　⑥　航空機墜落事故 
　　⑦　傷害事件（撃たれた事件、刺された事件） 
　　⑧　重症が疑われる中毒事件 
　　⑨　バイタルサイン 
　　　イ 　目を開けさせる（覚醒させる）ためには、大声で呼びかけつつ、痛み刺激（つねる）を与える

ことを繰り返す必要がある（ジャパンコーマスケールで30以上） 
　　　ロ　脈拍が弱くてかすかしかふれない、全く脈がないこと 
　　　ハ　呼吸が弱くて止まりそうであること、遠く、浅い呼吸をしていること、呼吸停止 
　　　ニ　呼吸障害、呼吸がだんだん苦しくなってきたこと 
　　⑩　外傷 
　　　イ　頭部、頚部、躯幹又は、肘もしくは膝関節より近位の四肢の外傷性出血 
　　　ロ　 2カ所以上の四肢変形又は四肢（手指、足趾を含む。）の切断 
　　　ハ　麻痺を伴う肢の外傷 
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　　　ニ　広範囲の熱傷（体のおおむね1／ 3を超えるやけど、気道熱傷） 
　　　ホ　意識障害を伴う電撃症（雷や電線事故で意識がない） 
　　　ヘ　意識障害を伴う外傷 
　　⑪　疾病 
　　　イ　けいれん発作 
　　　ロ　不穏状態（酔っぱらいのように暴れる状態） 
　　　ハ　新たな四肢麻痺の出現 
　　　ニ　強い痛みの訴え（頭痛、胸痛、腹痛） 
　⑵　地理的条件 
　　① 　事案発生地点がヘリコプターの有効範囲（救急車又は船舶を使用するよりも、ヘリコプターを

使用する方が、覚知から病院到着までの時間を短縮できる地域をいう。）内であること
　　② 　①には該当しないが、諸般の事情（地震、土砂崩れ等によって事案発生地に通じる道路が

寸断された場合等）により、ヘリコプター搬送をすると、覚知から病院搬送までの時間を短縮
できること 

2 . 　 1.に該当しない場合であっても、事案発生地までの距離等により、ヘリコプターを使用すると
救急自動車又は船舶を使用するよりも30分以上搬送時間が短縮できる場合 

3 .　現場の救急隊員から要請がある場合 

第二　消防・防災ヘリコプターを保有しない消防機関の要請基準 
　　 　消防・防災ヘリコプターを保有しない消防機関は、第一の1．～3．のいずれかに該当する
場合には、可及的速やかに航空隊（消防・防災ヘリコプター保有機関）に消防・防災ヘリコプターの
出動を要請するものとする。
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別紙2　「ドクターヘリ要請基準」

1　出血のうち顔面蒼白や呼吸困難の様相を呈するもの
2　意識消失（ 痛刺激でも覚醒しない）
3　ショック（血圧低下、脈拍上昇）
4　心臓、肺の激痛（胸痛）
5　痙攣
6　事故で閉じ込められ救出を要するような場合、高所からの墜落
7　はっきり重症とわかる患者、又は負傷者が2名以上いる場合
　 　例）損傷により体腔が開放になっている。（頭蓋骨、胸腔、腹腔）、大腿骨骨折、骨盤骨折、脊椎骨　
　折、胸郭の骨折、開放骨折すべて、銃創、刺創、殴打など
8　重症出血（創部、消化管、生殖器）
9　中毒
10　熱傷
11　電撃症、落雷
12　溺水
13　歩行者が車等により時速35km以上の速度でぶつけられた場合、又は3ｍ以上にはねられた場合
14　その他生命に関わると疑う理由があるとき

泫 本要請基準による消防機関の出動要請については、出動後、患者の状態が改善され、ドクターヘリが
帰投する場合があっても、要請した消防機関に対し何ら責任を求めるものではない。本格的治療の
開始時間を短縮する目的のため、少しでも条件を満たすと思われる場合には出動要請が行われる
ことが必要である。
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別紙 3　「ドクターヘリ要請時のキーワード」

道央ドクターヘリ要請基準（運航要領別紙1「救急ヘリコプターの出動基準ガイドライン」別紙 2
「ドクターヘリ要請基準」）の共通事項

現着前要請のためのキーワード（Ⅰ）
外傷⑴

外傷⑵

救急現場出動（消防による要請） 施設間搬送（転院搬送）
1 .　 生命に関わる状態またはその可能性が

疑われる
2 .　 重症患者において

医師の治療開始を早められる
または搬送時間短縮を図れる

3 .　救急現場で医師を必要とする

1 .　緊急度・重症度の高い病態・疾患
　　  ・疾患によらない
　　  ・ 特殊救急疾患（環境障害、切断指・肢）を

含む
2 .　 救急車搬送では症状が増悪する可能性の

ある病態・疾患
3 .　 搬送元病院医師または基地病院医師が

必要と判断した場合

出動要請後に軽症と判明しキャンセルした場合やドクターヘリ搬送後に軽症・中等症と判明した場合に
おいて要請者の責任を問わない

自動車事故
車が横転 車外放出 車が大破
車内に閉じ込められた 体が挟まっている 車の下敷き
歩行者が跳ね飛ばされた 自転車が跳ね飛ばされた
オートバイ事故
高速での転倒・激突 運転手が飛ばされた
事故種別
列車事故 バス事故 航空機事故
船舶事故

労災事故
重量物の下敷き 機械に挟まれている 生き埋め
転落・墜落
3 m 以上から落ちた 崖・山間部での滑落
スキー・スノーボード事故
立木に激突 人に激突
その他
落雷事故 爆発事故 酸欠事故
刺された 撃たれた 溺れている
指、手足の切断 多数傷病者 その他高エネルギー外傷
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現着前要請のためのキーワード（Ⅱ）
症状から（外傷を含むすべての疾患に共通）
神経系
意識が無い 意識が悪い 突然倒れた
呼びかけに反応しない 急に手足が動かなくなった 手足の麻痺
呼吸・循環
呼吸が弱い 呼吸をしていない 呼吸困難
息が苦しい 脈が触れない
胸痛または背部痛
40歳以上 冷や汗をかいている 脈が弱い（ショック）
その他
窒息している 痙攣している 多量に薬・農薬等を飲んだ
大量に出血している 広範囲のやけど 大量に煙を吸った

救急隊現着後要請のためのキーワード
外傷
全身観察での異常 初期評価（バイタル）異常 大量の外出血を伴う
出血が続いている 切断指・肢 外傷を伴う熱傷
広範囲熱傷 気道熱傷 化学熱傷
心肺停止
目撃あり 発症10分以内 初期心電図心室細動
初期心電図心室頻拍 救急隊到着後のCPA 心拍再開
患者収容医療機関医師が必要と判断
基地病院が必要と判断
外傷以外
意識障害 呼吸困難（呼吸不全） ショック（血圧低下）
激しい頭痛＋血圧が180mmHg 以上
手足の麻痺 構語障害
胸痛または背部痛＋ショック・冷汗
アナフィラキシーショック 痙攣重積

搬送中に気道、呼吸、循環、意識の悪化を来す可能性が高い
（例）脳卒中、急性心筋 塞、大動脈疾患（胸部、腹部）、気管支喘息、消化管出血、中毒疾患等

その他
救急隊が必要と判断した場合
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別　表　通常運航圏域に属する消防機関一覧（2023年 4月1日現在）
消　防　本　部 行政区域 住　　　所 電　　　話

1 札幌市消防局 札 幌 市 中央区南4西10 011-215-2070
2 江別市消防本部 江 別 市 野幌代々木80－8 011-382-5432
3 千歳市消防本部 千 歳 市 東雲町4丁目1－7 0123-23-0320
4 恵庭市消防本部 恵 庭 市 有明町2丁目4－14 0123-33-5191
5 北広島市消防本部 北 広 島 市 北進町1丁目3－1 011-373-2321

6 石狩北部地区消防事務組合消防本部
石 狩 市

石狩市花川北1条1丁目2－3 0133-74-5399当 別 町
新 篠 津 村

7 小樽市消防本部 小 樽 市 花園2丁目12－1 0134-22-9137

8 羊蹄山ろく消防組合消防本部

倶 知 安 町

倶知安町北3条東4丁目1－3 0136-22-2822

蘭 越 町
ニ セ コ 町
真 狩 村
留 寿 都 村
喜 茂 別 町
京 極 町

9 岩内・寿都地方消防組合消防本部

岩 内 町

岩内町字高台8－1 0135-62-2403

島 牧 村
寿 都 町
黒 松 内 町
共 和 町
泊 村
神 恵 内 村

10 北後志消防組合消防本部

余 市 町

余市町黒川町6丁目25－2 0135-23-3759
積 丹 町
古 平 町
仁 木 町
赤 井 川 村

11 夕張市消防本部 夕 張 市 清水沢宮前町20 01235-3-4121
12 美唄市消防本部 美 唄 市 西1条北6丁目1－30 01266-6-2221
13 三笠市消防本部 三 笠 市 若松町9 01267-2-2033
14 歌志内市消防本部 歌 志 内 市 字本町1027－55 0125-42-3255

15 滝川地区広域消防事務組合消防本部

滝 川 市

滝川市文京町4丁目1－5 0125-23-0119
芦 別 市
赤 平 市
新十津川町
雨 竜 町

16 岩見沢地区消防事務組合消防本部
岩 見 沢 市

岩見沢市8条東10丁目2－47 0126-22-4300
月 形 町
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消　防　本　部 行政区域 住　　　所 電　　　話

17 深川地区消防組合消防本部

深 川 市

深川市8条10－20 0164-22-3160
妹 背 牛 町
秩 父 別 町
北 竜 町
沼 田 町

18 砂川地区広域消防組合消防本部

砂 川 市

砂川市東2条北7丁目1－5 0125-54-2196
奈 井 江 町
浦 臼 町
上 砂 川 町

19 南空知消防組合消防本部

栗 山 町

栗山町中央3丁目309 0123-72-1835
南 幌 町
由 仁 町
長 沼 町

20 室蘭市消防本部 室 蘭 市 東町2丁目28－7 0143-41-4040
21 苫小牧市消防本部 苫 小 牧 市 新開町2丁目12－7 0144-84-5014
22 登別市消防本部 登 別 市 中央町6丁目11 0143-85-9611
23 白老町消防本部 白 老 町 字石山20－24 0144-83-1119

24 西胆振行政事務組合消防本部

伊 達 市

松ヶ枝13－1 0142-21-5000
洞 湖 町
豊 浦 町
壮 瞥 町

25 胆振東部消防組合消防本部
厚 真 町

厚真町錦町47－2 0145-26-7100安 平 町
む か わ 町

26 日高西部消防組合消防本部
日 高 町

日高町字富川北7丁目1－10 01456-2-1521
平 取 町

27 日高中部消防組合消防本部
新ひだか町 新ひだか町静内こうせい町

2丁目1 0146-45-0119
新 冠 町

28 日高東部消防組合消防本部
浦 河 町

浦河町築地1丁目2－9 0146-22-2144様 似 町
え り も 町

29 富良野広域連合消防本部

上富良野町

上富良野町大町2丁目2－46 0167-45-1119
中富良野町
富 良 野 市
南富良野町
占 冠 村

30 増毛町消防本部 増 毛 町 弁天町3丁目 0164-53-2175

31 留萌消防組合消防本部
留 萌 市

留萌市高砂町3丁目6－11 0164-42-2212
小 平 町
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資料10：高速道路上の事故等におけるドクターヘリの運用について

高速道路上の事故等における
ドクターヘリの運用について

北海道ドクターヘリ高速道路委員会
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　高速道路上の事故等における傷病者等の救急医療活動において、ドクターヘリを運用する際には、
以下のとおりとする。

1　定　　義
　　高速道路上での事故等におけるドクターヘリの活動方式を次のとおり定義する。

　⑴　ランデブー方式
　　 　救急現場の直近の場外離着陸場（高速道路本線外）を使用し、ドクターヘリを離着陸させ、
関係機関支援車輌等により救急現場へ医師及び看護師の派遣を行い、その後、救急車等により
傷病者を搬送し、ドクターヘリへ引き継ぐ活動を「ランデブー方式」という。

　⑵　ダイレクト方式
　　 　事故等の救急現場（以下「救急現場」という。）の直近の高速道路本線上にドクターヘリを
離着陸させ活動を行うことを「ダイレクト方式」という。

2　関係機関の協力体制
　 　救急現場においては、北海道ドクターヘリ高速道路委員会を構成する関係機関（基地病院、
警察、消防、東日本高速道路株式会社。以下同じ）は傷病者等の救命活動を最優先とし、相互に
協力する。

3　運航手順
　⑴　出動要請
　　 　ドクターヘリの出動要請は、「ドクターヘリ運航要領」（以下、「運航要領」という。）に基づき
行うことを原則とする。

　⑵　活動方式の決定
　　 　高速道路上の事故等におけるドクターヘリの運航について基地病院のドクターヘリ通信
センターは、要請消防機関から救急現場の位置情報を入手し、別添「着陸可能箇所調書」を踏まえ、
関係機関と協議の上、活動方式を決定する。

　　 　ただし、当該決定にあたっては、着陸可能箇所が限られており、また、交通規制等に相当の
時間を要することから、ランデブー方式を優先する。

　⑶　ランデブー方式の実施手順
　　 　通信センターが、要請機関と協議し、医師及び看護師を救急現場へ派遣するため、支援車輌を
手配するとともに、現場直近のインターチェンジ（車両進行方向後方）に最も近い場外離着陸場を
選定し、迅速な派遣体制を確保する。

　　 　さらに、通信センターは、要請機関と協議し、傷病者を搬送するための準備として、現場直近の
インターチェンジ（車両進行方向前方）に最も近い場外離着陸場を選定し、ドクターヘリを待機
させる。
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　⑷　ダイレクト方式の選定
　　①　条　件
　　　　ダイレクト方式は、次の条件を全て満たす場合に選定する。

　　　ア　救急現場が「着陸可能箇所」であること。
　　　イ 　ドクターヘリが救急現場上空到着までの間に、ＡまたはＢランクにおける着陸条件を

満たしていること。
　　　ウ 　本線上への着陸について、北海道警察、消防機関、東日本高速道路株式会社北海道支社に

おいて合意がなされていること。

　　②　着　陸
　　　 　原則、上記条件を全て満たす場合において、ドクターヘリの操縦士が最終的に着陸の可否に

ついて決定する。

4　関係機関の協力
　 　関係機関との協議によりランデブー方式を採用した場合には、現場に隣接する消防機関等関係
機関は傷病者搬送のための場外離着陸場の確保並びに医師及び看護師を救急現場へ派遣する
ための協力に努めるものとする。

5　着陸場所の安全確保等
　 　高速道路本線上における着陸場所の安全確保は、交通規制と併せて、関係機関の協力を得て
警察機関が実施するものとする。
　　また、場外離着陸場（高速道路本線以外）における安全確保は、消防機関が実施するものとする。

6　損害への補償等
　 　高速道路上での事故等におけるドクターヘリの運航時に発生した事故等への補償については、
「運航要領」に定めるところによる。

7　その他
　 　高速道路上の事故等におけるドクターヘリの運用状況について、北海道ドクターヘリ高速道路
委員会において定期的に確認・協議を行うこととする。

附則：平成28年 9月29日より運用する。

【着陸条件】
Ａランク： 反対車線へ車輌部品等が飛散する危険がないことなど、着陸場所における

安全が確認されていること。
Ｂランク：Ａランクの条件に加え、反対車線の交通規制（通行止め）が完了していること。
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資料11：ドクターヘリ運航調整委員会運営要領（2020年度一部改正版）

ドクターヘリ運航調整委員会運営要領
1　目　　的
　 　この委員会は、「救急医療対策事業実施要綱（ドクターヘリ導入促進事業）」（平成13年 9月6日
付け医政第892号厚生労働省医政局長通知）に基づき、ドクターヘリの運航に必要な事項について、
関係者で検討・協議し、ドクターヘリ事業の円滑で効果的な推進を図ることを目的とする。

2　委　　員
　　委員会は、別表に掲げる機関の代表者等（以下「委員」という。）を以て構成する。

3　協議事項
　　委員会は、次に掲げる事項を協議する。
　⑴　ドクターヘリ運航に必要な事項
　⑵　ドクターヘリに関わるその他必要な事項

4　役　　員
　　委員会に次の役員を置く。
　⑴　委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
　⑵　委員長は、委員の互選により選出する。
　⑶　副委員長は、委員会の了承を得て、委員長が指名する。
　⑷　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5　会　　議
　⑴　委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
　⑵　委員長が必要であると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
　⑶　 やむを得ず会議を開催できない場合は、書面またはその他の方法で委員の承認を得ることにより、

会議の決議に代えることができる。

6　部会の設置
　⑴　委員会は、「ドクターヘリ事後検証部会」等の必要な部会を置くこととする。
　⑵　部会の委員は、委員長が選任する。
　⑶　部会に部会長を置き、その指名は、委員長が行う。
　⑷　部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

7　事務局
　　委員会の事務局を、医療法人渓仁会手稲渓仁会病院救命救急センターに置く。

8　その他
　　この要領に定めるもののほか、この要領の実施に当たって必要な事項は委員会が定める。

　附　則
　この要領は、平成17年 4月1日から施行する。
 令和2年 7月1日　　一部改正
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2024年度道央ドクターヘリ運航調整委員会委員
所　属 職 氏　名 備考

医療に関する調整及び連携

医
療
機
関
関
係

北海道医師会 常任理事 目　黒　順　一
札幌市医師会 救急医療部長 中　村　雅　則
札幌医科大学救急医学講座 教授 成　松　英　智
北海道大学病院先進急性期医療センター 准教授 早　川　峰　司
旭川医科大学病院 教授 岡　田　　　基
北海道医療センター救命救急部 救命救急部長 硲　　　光　司
市立札幌病院救命救急センター 救命救急センター長 提　嶋　久　子
砂川市立病院救命救急センター 救命救急センター長 髙　橋　悠　希

ドクターヘリ要請及び離着陸に関する調整及び連携

消
防
機
関
関
係

海
上
保
安
本
部

札幌市消防局 警防部 救急担当部長 石　原　　　忍
石狩ブロック消防本部 石狩北部地区消防事務組合 消防長 髙　橋　一　洋
後志ブロック消防本部 岩内・寿都地方消防組合消防本部 消防長 安　藤　勝　俊
南空知ブロック消防本部 夕張市消防本部 消防長 田　島　　　淳
中空知ブロック消防本部 歌志内市消防本部 消防長 神　　　邦　広
北空知・留萌ブロック消防本部 深川地区消防組合 消防長 須　田　俊　之

胆振ブロック消防本部
室蘭市消防本部 消防長 佐　藤　健太郎
胆振東部消防組合消防本部 消防長 稲　葉　博　德

日高ブロック消防本部 日高西部消防組合消防本部 消防長 西　前　正　次
上川ブロック消防本部 富良野広域連合消防本部 消防長 西　出　明　史
第一管区海上保安本部 警備救難部救難課 救難課長 鶴　澤　明　広

飛行及び離着陸等に関する調整及び連携

航空管制関係

国土交通省東京航空局 新千歳空港事務所 先任航空管制運航情報官 若　松　裕　史
国土交通省東京航空局 丘珠空港事務所 先任航空管制運航情報官 太　田　朋　広
航空自衛隊千歳基地 第 2航空団司令部防衛部 防衛班長 岡　本　大　輔
陸上自衛隊北部方面総監部防衛部防衛課航空班 航空班長 高衣良　佳　和

医療行政・地域住民等に関する調整及び連携

行
政
関
係

北海道総務部危機対策局 危機対策課 消防担当課長 白　石　奈美路
北海道総務部危機対策局 危機対策課防災航空室 室長 沖　田　備　啓
北海道市長会 事務局 参事 片　山　勝　敏
北海道町村会 政務部 主査 月　山　裕　介
札幌市保健福祉局 保健所 医療政策担当部長 小山内　康　徳

道路・河川等離着陸等に関する調整及び連携

道路管理関係
国土交通省北海道開発局 建設部建設行政課 課長補佐 椿　　　知　宏
東日本高速道路㈱北海道支社 管理事業部 道路管制センター 交通管理課長 髙　橋　直　成

運航に関する調整及び連携
運航会社 中日本航空㈱札幌営業所 航空営業部 担当部長 長　井　伸　正

事業補助者及び事業実施主体
事業補助者 北海道保健福祉部 地域医療推進局 地域医療課 医療参事 大　原　　　宰

実施主体 手稲渓仁会病院
院長 古　田　　　康
副院長兼救命救急センター長 奈　良　　　理

〔オブザーバー〕
公安・交通管制等に関する調整及び連携

警察 北海道警察本部 地域部 地域企画課 課長 西　村　和　隆
通信等に関する調整及び連携

通信 北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 陸上課長 田　中　　　友
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2024年度 道央ドクターヘリ運航調整委員会 事後検証部会委員

　　氏　名

成　松　英　智

中　村　雅　則

上　村　修　二

和　田　剛　志

提　嶋　久　子

阿　波　俊　也

阿　部　翔　太

石　川　　　毅

堀　井　　　勉

福　原　輝　基

大　原　　　宰

奈　良　　　理

岡　本　博　之

小野寺　英　雄

機　関　名

札幌医科大学救急医学講座　教授

札幌市医師会　救急医療部長

札幌医科大学救急医学講座　准教授

北海道大学大学院医学研究院侵襲制御医学分野救急医学教室　教授

市立札幌病院救命救急センター　部長

札幌市消防局警防部　救急需要担当係長

南空知消防組合長沼支署　救急救助係長

羊蹄山ろく消防組合倶知安消防署　救急係長

北海道総務部危機対策局危機対策課　課長補佐

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室　主幹

北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課　医療参事

手稲渓仁会病院　副院長兼救命救急センター長

手稲渓仁会病院　救命救急センター　副センター長

手稲渓仁会病院　経営管理部長

（順不同・敬称略）
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